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(57)【要約】
【課題】複数の評価指標のトレードオフ関係となる複数
のアルゴリズムを提示することができるようにする。
【解決手段】アルゴリズム自動構築部１３は、遺伝的探
索手法により、入力信号が異常音であるかまたは正常音
であるかを判別するアルゴリズムを構築する。トレード
オフ分析部１４は、アルゴリズム自動構築部１３により
構築されたアルゴリズムを基にトレードオフ分析を行っ
て、複数のパレート最適解を求める。使用アルゴリズム
決定部１６は、複数のアルゴリズムのなかから、複数の
評価指標の要求条件に合致するパレート最適解を決定す
る。本発明は、例えば、入力信号を判別する情報処理装
置に適用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遺伝的探索手法により、入力信号を判別するアルゴリズムを構築するアルゴリズム構築
手段と、
　前記アルゴリズム構築手段により構築された前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析
を行うことにより、複数の評価指標に対する前記アルゴリズムの複数のパレート最適解を
求めるトレードオフ分析手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記複数のパレート最適解のなかから、前記複数の評価指標の要求条件に合致する最適
アルゴリズムを決定する最適アルゴリズム決定手段をさらに備える
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記アルゴリズム構築手段により構築されるアルゴリズムは、複数の特徴抽出式と、前
記複数の特徴抽出式の結合式である情報推定式により構成される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記トレードオフ分析手段は、前記アルゴリズム構築手段により構築されたアルゴリズ
ムから、特徴抽出式を１つずつ削除して作成した、特徴抽出式の数が異なるアルゴリズム
を用いて、初期状態のパレート最適解を生成する
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記トレードオフ分析手段は、前記アルゴリズム構築手段により構築された単一のアル
ゴリズムを初期状態のパレート最適解とする
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記トレードオフ分析手段は、前記初期状態のパレート最適解から、各特徴抽出式の使
用または未使用をランダムに変更することにより、前記パレート最適解を更新する
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記最適アルゴリズム決定手段は、前記複数のパレート最適解のなかから、要求される
処理時間および精度に基づいて、前記最適アルゴリズムを決定する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記情報推定式における各特徴抽出式の評価値を求める評価値計算手段をさらに備え、
　前記アルゴリズム構築手段は、前記評価値計算手段による各特徴抽出式の評価値に基づ
いて、前記情報推定式を構成する特徴抽出式を更新する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記評価値計算手段は、前記アルゴリズム構築手段が構築するアルゴリズムとしての情
報推定式が複数ある場合、各情報推定式における同一の特徴抽出式の寄与率の合計値を、
前記各特徴抽出式の評価値とする
　請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　アルゴリズムを構築するアルゴリズム構築手段と、前記アルゴリズムのパレート最適解
を求めるトレードオフ分析手段とを備える情報処理装置が、
　遺伝的探索手法により、入力信号を判別する前記アルゴリズムを構築し、
　構築された前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析を行うことにより、複数の評価指
標に対する前記アルゴリズムの複数のパレート最適解を求める
　情報処理方法。
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【請求項１１】
　コンピュータに、
　遺伝的探索手法により、入力信号を判別するアルゴリズムを構築するアルゴリズム構築
手段と、
　前記アルゴリズム構築手段により構築された前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析
を行うことにより、複数の評価指標に対する前記アルゴリズムの複数のパレート最適解を
求めるトレードオフ分析手段として
　機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関し、特に、複数の評価
指標のトレードオフ関係となる複数のアルゴリズムを提示することができるようにする情
報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遺伝的探索手法により、与えられたデータの特徴を表す特徴量を抽出する特徴量
抽出アルゴリズムを自動的に構築する技術（アルゴリズム自動構築技術：Automatic Algo
rithm Generation Technology）が提案されている。アルゴリズム自動構築技術によれば
、音声認識、画像認識などのためのアルゴリズムを自動構築することができる。
【０００３】
　例えば、本出願人により、楽曲データなどのコンテンツデータから、特徴量を高精度で
速やかに抽出することができるアルゴリズムを構築する技術が提案されている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】国際公開WO２００７／０４９６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のアルゴリズム自動構築技術は、最高性能（最高精度）のアルゴリズムのみを出力
するので、例えば、性能（精度）と速度（処理時間）という２つの評価指標があった場合
に、少し性能は落ちても高速に動作するアルゴリズムを得ることはできなかった。また、
一旦アルゴリズムを構築した後は、一方の評価指標の要求は下げてもよいが、他方の評価
指標の要求を高くしたいといった変更に対応できなかった。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、複数の評価指標のトレードオ
フ関係となる複数のアルゴリズムを提示することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面の情報処理装置は、遺伝的探索手法により、入力信号を判別するアルゴ
リズムを構築するアルゴリズム構築手段と、前記アルゴリズム構築手段により構築された
前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析を行うことにより、複数の評価指標に対する前
記アルゴリズムの複数のパレート最適解を求めるトレードオフ分析手段とを備える。
【０００８】
　前記複数のパレート最適解のなかから、前記複数の評価指標の要求条件に合致する最適
アルゴリズムを決定する最適アルゴリズム決定手段をさらに設けることができる。
【０００９】
　前記アルゴリズム構築手段により構築されるアルゴリズムは、複数の特徴抽出式と、前
記複数の特徴抽出式の結合式である情報推定式により構成されるようにすることができる
。
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【００１０】
　前記トレードオフ分析手段には、前記アルゴリズム構築手段により構築されたアルゴリ
ズムから、特徴抽出式を１つずつ削除して作成した、特徴抽出式の数が異なるアルゴリズ
ムを用いて、初期状態のパレート最適解を生成させることができる。
【００１１】
　前記トレードオフ分析手段には、前記アルゴリズム構築手段により構築された単一のア
ルゴリズムを初期状態のパレート最適解とさせることができる。
【００１２】
　前記トレードオフ分析手段には、前記初期状態のパレート最適解から、各特徴抽出式の
使用または未使用をランダムに変更することにより、前記パレート最適解を更新させるこ
とができる。
【００１３】
　前記最適アルゴリズム決定手段には、前記複数のパレート最適解のなかから、要求され
る処理時間および精度に基づいて、前記最適アルゴリズムを決定させることができる。
【００１４】
　前記情報推定式における各特徴抽出式の評価値を求める評価値計算手段をさらに設け、
前記アルゴリズム構築手段には、前記評価値計算手段による各特徴抽出式の評価値に基づ
いて、前記情報推定式を構成する特徴抽出式を更新させることができる。
【００１５】
　前記評価値計算手段には、前記アルゴリズム構築手段が構築するアルゴリズムとしての
情報推定式が複数ある場合、各情報推定式における同一の特徴抽出式の寄与率の合計値を
、前記各特徴抽出式の評価値とさせることができる。
【００１６】
　本発明の一側面の情報処理方法は、アルゴリズムを構築するアルゴリズム構築手段と、
前記アルゴリズムのパレート最適解を求めるトレードオフ分析手段とを備える情報処理装
置が、遺伝的探索手法により、入力信号を判別する前記アルゴリズムを構築し、構築され
た前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析を行うことにより、複数の評価指標に対する
前記アルゴリズムの複数のパレート最適解を求める。
【００１７】
　本発明の一側面のプログラムは、コンピュータに、遺伝的探索手法により、入力信号を
判別するアルゴリズムを構築するアルゴリズム構築手段と、前記アルゴリズム構築手段に
より構築された前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析を行うことにより、複数の評価
指標に対する前記アルゴリズムの複数のパレート最適解を求めるトレードオフ分析手段と
して機能させる。
【００１８】
　本発明の一側面においては、遺伝的探索手法により、入力信号を判別するアルゴリズム
が構築され、構築されたアルゴリズムを基にトレードオフ分析を行うことにより、複数の
評価指標に対するアルゴリズムの複数のパレート最適解が求められる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の一側面によれば、複数の評価指標のトレードオフ関係となる複数のアルゴリズ
ムを提示することができるようにする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１は、本発明を適用した情報処理装置の一実施の形態の構成例を示している。
【００２１】
　情報処理装置１は、異常音を検出する処理を行う装置であり、学習データとして入力さ
れる、異常音および正常音が既知のサンプル信号に基づいてアルゴリズムを自動構築し、
自動構築されたアルゴリズムに従って、新たな入力信号（以下、新規信号と称する）が異
常音であるかまたは正常音であるかを判別する。
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【００２２】
　情報処理装置１は、サンプル信号入力部１１、サンプル信号保存部１２、アルゴリズム
自動構築部１３、トレードオフ分析部１４、パレート最適解保存部１５、使用アルゴリズ
ム決定部１６、新規信号入力部１７、異常音自動判別部１８、異常音判別結果出力部１９
、および修正情報入力部２０により構成されている。
【００２３】
　サンプル信号入力部１１は、情報処理装置１の図示せぬ他のブロック、または、他の装
置から入力されてくる、アルゴリズム構築のためのサンプル信号を受け付け、サンプル信
号保存部１２に供給する。
【００２４】
　サンプル信号保存部１２は、サンプル信号入力部１１から供給される教師データとして
のサンプル信号を保存する。異常音自動判別部１８および修正情報入力部２０からサンプ
ル信号保存部１２に供給される信号については後述する。
【００２５】
　サンプル信号入力部１１に入力されるサンプル信号には、その信号が正常音であるのか
、または、異常音であるのかを表すデータがラベルとして付加されている。
【００２６】
　図２は、サンプル信号入力部１１に入力されるサンプル信号の例を示している。図２の
横軸は時間を表し、サンプル信号とラベルが各時刻において１対１に対応している。なお
、正常音であるのか、または、異常音であるのかを表すラベルは、例えば、Highレベルま
たはLowレベルの信号として与えることができる。
【００２７】
　アルゴリズム自動構築部１３は、遺伝的探索手法に基づく学習を行うことにより、異常
音であるかまたは正常音であるかが未知の新規信号に対し、異常音であるかまたは正常音
であるかを判別するアルゴリズムを構築（生成）する。アルゴリズム構築の詳細について
は、図３等を参照して後述するが、構築されるアルゴリズムは、入力信号の所定の特徴を
表す特徴量を抽出するアルゴリズム（特徴量抽出アルゴリズム）であり、アルゴリズムに
より抽出された特徴量（の値）が所定の閾値以上であるか否かにより、異常音か正常音を
判別することができる。
【００２８】
　トレードオフ分析部１４は、アルゴリズム自動構築部１３により構築されたアルゴリズ
ムを基にトレードオフ分析を行って、パレート最適解を求める。そして、トレードオフ分
析部１４は、パレート最適解としての複数のアルゴリズムをパレート最適解保存部１５に
保存させる。パレート最適解保存部１５は、トレードオフ分析部１４から供給されたパレ
ート最適解としての複数のアルゴリズムを保存する。
【００２９】
　使用アルゴリズム決定部１６は、パレート最適解保存部１５に保存されている複数のア
ルゴリズムのなかから、現在の情報処理装置１の空きリソース状況、および要求される性
能など、複数の評価指標の要求条件に合致する最適なアルゴリズムを決定し、異常音自動
判別部１８に供給する。
【００３０】
　新規信号入力部１７は、異常音か否かを検出する対象である新規信号の入力を受け付け
、異常音自動判別部１８に供給する。
【００３１】
　異常音自動判別部１８は、使用アルゴリズム決定部１６から供給されたアルゴリズムを
用いて、新規信号入力部１７から供給される新規信号が異常音であるか、または正常音で
あるかを判別し、判別結果を異常音判別結果出力部１９に供給する。また、異常音自動判
別部１８は、新規信号入力部１７から供給される新規信号に、判別結果をラベルとして付
加して、サンプル信号保存部１２に供給し、保存させる。即ち、新規信号入力部１７から
供給された新規信号が新たなサンプル信号としてサンプル信号保存部１２に保存される。
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【００３２】
　異常音判別結果出力部１９は、異常音自動判別部１８から供給された判別結果を、音声
または映像で出力する。例えば、異常音判別結果出力部１９は、新規信号が異常音である
場合に異常音であることを表す音を出力したり、「正常音」または「異常音」の文字を表
示した映像を画面に表示させる。
【００３３】
　修正情報入力部２０は、サンプル信号保存部１２に保存されているサンプル信号のラベ
ルに間違いがある場合、そのラベルの修正を行う。すなわち、修正情報入力部２０は、ユ
ーザの操作を受け付け、サンプル信号のラベルの書き替えを行う。
【００３４】
　従って、サンプル信号保存部１２には、サンプル信号入力部１１から供給されるラベル
付きのサンプル信号の他、異常音自動判別部１８からもラベル付きのサンプル信号が供給
され、異常音自動判別部１８から供給されたサンプル信号のラベルに間違いがある場合に
は、そのラベルが修正情報入力部２０によって修正される。
【００３５】
　次に、アルゴリズム自動構築部１３が行うアルゴリズムの構築について、詳細に説明す
る。
【００３６】
　図３は、構築されるアルゴリズムの構造を説明する図である。
【００３７】
　構築されるアルゴリズムは、ｍ個（ｍは１より大の整数）の特徴抽出式１乃至ｍと、そ
のｍ個の特徴抽出式１乃至ｍの線形結合式で表される情報推定式により構成される。特徴
抽出式は、入力信号に対して所定の演算を行い、演算結果として１次元の値を出力する。
情報推定式は、特徴抽出式の出力値である１次元の値を用いて、入力信号の特徴を示す情
報を推定する。アルゴリズム自動構築部１３は、情報推定式である異常音判別式Uを求め
る。
【００３８】
　図４は、異常音判別式Uの具体的な例を示している。出力すべき判別結果は、異常音で
あるか、または、正常音であるかの２値であるので、異常音判別式Uの演算結果が、所定
の閾値Th以下であるか、または、所定の閾値Thより大きいかによって、入力信号が正常音
であるか異常音であるかが判別される。例えば、図４に示されるように、異常音判別式U
の演算結果が、所定の閾値Th以下である場合には、入力信号が正常音であるという判別結
果を出力し、所定の閾値Thより大きい場合には、入力信号が異常音であるという判別結果
を出力する。図４に示される異常音判別式Uの例では、特徴抽出式１乃至ｍのうち、特徴
抽出式１，２，５、および１５のみが使用されているが、これは、それ以外の特徴抽出式
の線形結合係数がゼロであるためである。
【００３９】
　なお、構築されるアルゴリズムとしては、異常音であるか、または、正常音であるかの
ような２値ではなく、例えば、楽曲の速さや明るさの度合い（レベル）というような所定
の範囲内の数値を推定するものもある。この場合、図５に示すように、入力信号の速さを
表す値は、ｍ個の特徴抽出式１乃至ｍの線形結合式で表される速さ推定式の演算結果で求
められ、入力信号の明るさを表す値は、ｍ個の特徴抽出式１乃至ｍの線形結合式で表され
る明るさ推定式の演算結果で求められる。
【００４０】
　図５０以降を参照して後述する次の実施の形態では、図６に示されるように、新規信号
を入力したときに、その速さや明るさの値を抽出する特徴抽出機として使用されるアルゴ
リズムを構築する例について説明する。
【００４１】
　図７は、特徴抽出式１乃至ｍの例を示している。
【００４２】
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　特徴抽出式は、複数次元で表現可能な入力信号を、１つの値、すなわち、スカラ量にな
るまで加工することが可能な式である。図８は、特徴抽出式の１つの例を示している。
【００４３】
　特徴抽出式は、入力信号の種類を示す情報、および、入力信号に対して施す信号処理を
示す情報であるオペレータにより構成され、オペレータには、対象処理軸および処理内容
と、必要に応じて処理におけるパラメータが含まれる。図８の例においては、12TonesMは
入力データの種類を示す情報であり、その後ろ４つのF#Differential, F#MaxIndex, T#LP
F_1;0.861, T#UVarianceが、それぞれオペレータである。
【００４４】
　入力信号の種類を示す情報としては、図８の例に示す、モノラルのPCM(pulse coded mo
dulation sound source)波形データを時間軸に沿って音程解析したものであることを表す
12TonesMの他、波形を表すWav、音声のスペクトルである２次元画像を表すSpectrumなど
がある。
【００４５】
　特徴抽出式は、入力信号に対して、入力信号の種類を示す情報に近い方から、オペレー
タで表される信号処理が、順に施されることを表す。オペレータの先頭には、処理対象の
軸（対象処理軸）が記載されている。処理対象の軸は、Tが時間方向であることを表し、F
が周波数（音程方向）であることを表している。
【００４６】
　オペレータの処理対称軸に続く処理内容としては、Differentialが微分することを表し
、MaxIndexが最大値インデックスを取得することを表し、LPF_1がローパスフィルタリン
グを行うことを表し、UVarianceが不偏分散を演算することを表す。また、それぞれのオ
ペレータには、必要に応じてパラメータが付与される。図８の例では、LPF_1（ローパス
フィルタリング）の処理に対して、0.861のパラメータが付与されている。
【００４７】
　したがって、図８の特徴抽出式は、PCM波形データを時間軸に沿って音程解析したデー
タを、音程方向に微分し、音程方向に最大値を示すIndexを計算し（一番音の強い音程の
番号を得て）、時間軸方向にローパスフィルタをかけ、最後に不偏分散を計算して、その
計算結果を出力するものである。
【００４８】
　なお、本実施の形態では、入力信号は音を表す信号で波形を表すWavを採用するが、特
徴抽出式は、音の信号だけでなく、マトリックス形式（多次元のマトリックスに値が入っ
ている形式）で表現できるものであれば、静止画像、動画像など何でもよい。
【００４９】
　例えば、入力信号が、図９に示されるような、振幅と時間とチャンネルとのマトリクス
とした音声波形の信号、図１０に示されるような、フレームのＸ軸、Ｙ軸、ＲＧＢ（R：
赤，G:緑，B:青）のマトリクスと捉えた画像の信号、図１１に示されるような、フレーム
のＸ軸、Ｙ軸、ＲＧＢ、および、時間のマトリクスと捉えた動画像の信号である場合にも
適用可能である。さらに、マトリックスで表現できるバイナリデータなどでもよい。
【００５０】
　なお、オペレータの種類としては、図１２に示されるものがある。例えば、オペレータ
の種類として、平均値（Mean）、高速フーリエ変換（FFT）、標準偏差(StDev)、出現率(R
atio)、ローパスフィルタ(LPF_1)、ハイパスフィルタ(HPF_1)、絶対値(ABS)、２乗(Sqr)
、平方根(Sqrt)、正規化(Normalize)、微分(Differential)、積分(Integrate)、最大値(M
axIndex)、不偏分散(UVariance)、ダウンサンプリング(DownSampling)などがある。なお
、決定されたオペレータによっては処理対称軸が固定されていることがあるので、その場
合、オペレータに固定されている処理対称軸を採用する。また、パラメータを必要とする
オペレータが決定された場合、パラメータもランダムまたは予め設定されている値に決定
する。
【００５１】



(8) JP 2010-20714 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

　次に、図１３乃至図１８を参照して、アルゴリズム自動構築部１３が遺伝的探索手法に
基づいて行う、アルゴリズム自動生成の流れについて説明する。
【００５２】
　図１３に示されるように、アルゴリズム自動構築部１３は、現世代の特徴抽出式１乃至
ｍに対して、各特徴抽出式を評価するための評価値を算出する。そして、アルゴリズム自
動構築部１３は、現世代の特徴抽出式１乃至ｍを評価値の高い順に並び換えた後、選択生
成、交差生成、突然変異生成、およびランダム生成を行うことにより、次世代の特徴抽出
式１乃至ｍを生成する。現世代の特徴抽出式１乃至ｍを評価値の高い順に並び換えるのは
、次世代の特徴抽出式を生成するための特徴抽出式を選択する際に、評価値の高い方から
選択するためである。そして、次世代の特徴抽出式１乃至ｍが現世代の特徴抽出式１乃至
ｍとなり、現世代の特徴抽出式１乃至ｍに基づく次世代の特徴抽出式１乃至ｍの生成が繰
り返される。
【００５３】
　選択生成、交差生成、突然変異生成、およびランダム生成について詳しく説明する。
【００５４】
　選択生成は、現世代の特徴抽出式のうち、評価値の高い方から順に所定数の特徴抽出式
を、そのまま次世代の特徴抽出式として選択することにより、新たな特徴抽出式を生成す
ることを表す。
【００５５】
　例えば、図１４に示されるように、現世代の特徴抽出式１，２，３の評価値が、それぞ
れ、０．５３，０．８５，０．７４である場合、最も評価値の高い現世代の特徴抽出式２
が選択され、次世代の特徴抽出式１とされる。
【００５６】
　交差生成は、現世代の特徴抽出式のうち、評価値の高い方が選ばれやすいような重み付
けをしてランダムに選択した２つの特徴抽出式を、ランダムな位置で組み替える（交差す
る）ことにより、新たな特徴抽出式を生成することを表す。
【００５７】
　例えば、図１５に示されるように、評価値の高かった第１の特徴抽出式「Wav,T#Differ
ential,T#IndexLR0」と第２の特徴抽出式「Wav,T#HPF_1;0.262544,T#Mean」が選択され、
第１の特徴抽出式の「Wav,T#Differential」部分と第２の特徴抽出式の「T#Mean」部分を
組み合わせて、換言すれば、第１の特徴抽出式の「T#IndexLR0」部分を第２の特徴抽出式
の「T#Mean」部分に組み替えて、新たな特徴抽出式が生成される。
【００５８】
　突然変異生成は、現世代の特徴抽出式のうち、評価値の高い方が選ばれやすいような重
み付けをしてランダムに選択した特徴抽出式の一部をランダムに変更することにより、新
たな特徴抽出式を生成することを表す。
【００５９】
　例えば、図１６に示されるように、評価値の高かった特徴抽出式「Wav,T#LPF_1;0.3,T#
IndexLR0」が突然変異元として選択され、その特徴抽出式のなかからの１つのオペレータ
「T#LPF_1;0.3」が削除されたり（突然変異例１）、オペレータ「Sqr」が追加されたり（
突然変異例２）、特徴抽出式のなかの１つのオペレータ「T#LPF_1;0.3」のパラメータが0
.7に変更されたりして（突然変異例３）、新たな特徴抽出式が生成される。
【００６０】
　ランダム生成は、入力信号が１つの値（スカラ量）になるようにランダムにオペレータ
を組み合わせることにより、新たな特徴抽出式を生成することを表す。なお、第１世代の
特徴抽出式１乃至ｍは、元にする前世代の特徴抽出式が存在しないため、すべてランダム
生成により生成される。
【００６１】
　以上の選択生成、交差生成、突然変異生成、およびランダム生成のうち、例えば、アル
ゴリズム自動構築部１３は、図１７に示されるように、次世代の特徴抽出式１乃至３につ
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いては選択生成により求め、次世代の特徴抽出式４乃至７については交差生成により求め
、次世代の特徴抽出式８乃至１３については突然変異生成により求め、次世代の特徴抽出
式１乃至ｍについてはランダム生成により求める。
【００６２】
　図１８は、現世代の特徴抽出式１乃至ｍから、次世代の特徴抽出式１乃至ｍが生成され
た例を示している。
【００６３】
　図１９は、アルゴリズム自動構築部１３の詳細な構成例を示すブロック図である。
【００６４】
　アルゴリズム自動構築部１３は、学習データ切り出し部３１、特徴抽出式リスト生成部
３２、特徴量計算部３３、機械学習部３４、および特徴量抽出アルゴリズム出力部３５に
より構成される。
【００６５】
　学習データ切り出し部３１は、サンプル信号保存部１２に保存されている学習データを
切り出して、特徴量計算部３３および機械学習部３４に供給する。即ち、学習データ切り
出し部３１は、サンプル信号保存部１２に保存されているサンプル信号とそのラベルを所
定の単位時間ごとに分割し、分割された各単位時間のサンプル信号を特徴量計算部３３に
供給し、分割された各単位時間のラベルを機械学習部３４に供給する。
【００６６】
　いま、図２０に示されるように、サンプル信号保存部１２に保存されているサンプル信
号とそのラベルが、学習データ切り出し部３１により、ｎ個の単位時間に分割されたとし
、１番目乃至ｎ番目の各単位時間のサンプル信号を、それぞれ、データD1乃至データDnと
称し、データD1乃至データDnそれぞれに対応するラベルをラベルデータと称する。この場
合、学習データ切り出し部３１は、データD1乃至データDnを特徴量計算部３３に供給し、
データD1乃至データDnのラベルデータを機械学習部３４に供給する。
【００６７】
　特徴抽出式リスト生成部３２は、機械学習部３４から供給される現世代の特徴抽出式１
乃至ｍの評価値に基づいて、次世代の特徴抽出式１乃至ｍを生成し、特徴量計算部３３に
供給する。具体的には、特徴抽出式リスト生成部３２は、現世代の特徴抽出式１乃至ｍを
、評価値の高い順に並び換え、現世代の所定の特徴抽出式に対する選択生成、交差生成、
および突然変異生成と、ランダム生成を行うことにより、次世代の特徴抽出式１乃至ｍを
生成する。
【００６８】
　特徴量計算部３３は、学習データ切り出し部３１から供給されたデータD1乃至データDn
それぞれに対して、特徴抽出式リスト生成部３２から供給された特徴抽出式１乃至ｍの計
算を行い、計算結果を、データD1乃至データDnの各特徴量として機械学習部３４に供給す
る。
【００６９】
　図２１は、特徴量計算部３３によって計算され、機械学習部３４に供給される特徴量の
例を示している。
【００７０】
　機械学習部３４は、特徴量計算部３３から供給されたデータD1乃至データDnの各特徴量
と、学習データ切り出し部３１から供給されたデータD1乃至データDnのラベルデータとを
用いて、異常音判別式Uを特徴選択付き線形判別により推定する。換言すれば、特徴量計
算部３３から供給されたデータD1乃至データDnの各特徴量を用いて、学習データ切り出し
部３１から供給されたデータD1乃至データDnのラベルデータに最も適合する、特徴抽出式
を用いた異常音判別式Uを推定する。また、機械学習部３４は、推定した異常音判別式Uを
用いた場合の、各特徴抽出式の評価値を算出し、特徴抽出式リスト生成部３２に供給する
。
【００７１】
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　機械学習部３４の処理についてさらに詳しく説明する。
【００７２】
　図２２は、特徴量計算部３３と学習データ切り出し部３１から機械学習部３４に供給さ
れたデータの例を示している。
【００７３】
　機械学習部３４は、現世代の特徴抽出式１乃至ｍのうち、どの特徴抽出式を使用した場
合または使用しない場合がデータD1乃至データDnのラベルデータに最も適合するかを評価
し、使用する特徴抽出式の最適な組合せを決定する。
【００７４】
　初めに、機械学習部３４は、図２３Aに示すように、現世代の特徴抽出式１乃至ｍの全
てを使用しない状態（特徴抽出式１乃至ｍが未使用の状態）を基準状態として、基準状態
から、図２３Bに示される、各特徴抽出式の使用/未使用を１つずつ反転させた、ｍ個の特
徴抽出式の使用組み合わせを決定する。図２３Aおよび図２３Bにおいて、１行の０または
１の並びは、特徴抽出式１乃至ｍの各特徴抽出式を使用する場合を“１”で、使用しない
場合を“０”で表したものであり、１行の左側から順に、特徴抽出式１，２，３，・・・
・，ｍの使用又は未使用を表す。
【００７５】
　次に、機械学習部３４は、ｍ個の特徴抽出式の使用組み合わせそれぞれの場合について
、異常音判別式Uを生成（推定）する。異常音判別式Uは、特徴抽出式１乃至ｍによる特徴
量をＸ1乃至Ｘm、線形結合係数をｂ1乃至ｂm、切片をｂ0とした場合、次の式（１）で表
される。
【００７６】
　Ｕ＝ｂ1Ｘ1＋ｂ2Ｘ2＋ｂ3Ｘ3＋・・・＋ｂmＸm＋ｂ0・・・（１）
【００７７】
　なお、式（１）において、未使用とされた特徴量に対する線形結合係数の値はゼロとな
る。
【００７８】
　線形結合係数ｂ1乃至ｂmと切片ｂ0を求めるためには、最小二乗法を用いることができ
る。即ち、特徴量計算部３３から供給されたデータD1乃至データDnの各ラベルデータのう
ちのｋ番目のラベルデータ（真値）をＵkと表すとともに、式（１）によって得られる真
値Ｕkの予測値をＵk’と表すと、その予測誤差ｅkはｅk＝｛Ｕk－Ｕk’｝で表すことがで
きる。そして、データD1乃至データDnの各ラベルデータについての予測誤差ｅkの二乗誤
差Ｅ＝Σｅk

2が最小となる線形結合係数ｂ1乃至ｂmと切片ｂ0を求めることにより、最適
な線形結合係数ｂ1乃至ｂmと切片ｂ0を求めることができる。
【００７９】
　求められた異常音判別式Uは、例えば、次のような式となる。
【００８０】
　Ｕ＝０．５×Ｘ1＋０．３×Ｘ2＋０．０×Ｘ3＋・・・＋０．７Ｘm＋０．２
この異常音判別式Uの例では、線形結合係数ｂ1，ｂ2，ｂ3，・・・，ｂm，ｂ0が、それぞ
れ、０．５，０．３，０．０，・・・，０．７，０．２であり、線形結合係数がゼロであ
る特徴抽出式３による特徴量は未使用となる。
【００８１】
　次に、機械学習部３４は、ｍ個の特徴抽出式の使用組み合わせそれぞれの場合について
生成された異常音判別式Uの評価値を計算する。ここで、異常音判別式Uの評価値を、各特
徴抽出式の評価値と区別するため、評価基準値と称する。
【００８２】
　評価基準値を求めるための評価関数には、例えば、AIC（Akaike Information Criteria
）を採用することができる。AICは、小さい値ほどよい（評価が高い）ことを表す関数で
あり、次式（２）により計算される。
【００８３】
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【数１】

【００８４】
　式（２）において、ｎは、教師データ、即ち、学習データ切り出し部３１から供給され
たデータの数を表し、PIは円周率を表す。また、（||E||÷ｎ）は、データD1乃至データD

nの各データに対する平均二乗誤差を表し、ｍ’は、使用となっている特徴抽出式の数を
表す。
【００８５】
　図２４は、図２３Bのｍ個の特徴抽出式の使用組み合わせそれぞれの場合について計算
された各異常音判別式Uの評価基準値を表す。
【００８６】
　機械学習部３４は、評価の最も高かった（評価基準値の最も小さかった）特徴抽出式の
使用組み合わせを、次の基準状態として選択する。図２４に示した例では、図２５に示さ
れるように、特徴抽出式４のみを使用することとした使用組み合わせによる異常音判別式
Uの評価基準値が最も小さいため、機械学習部３４は、特徴抽出式４のみを使用すること
とした使用組み合わせを、次の基準状態として選択する。
【００８７】
　そして、機械学習部３４は、図２６Ａに示される、基準状態である特徴抽出式４のみを
使用することとした使用組み合わせに対し、図２６Ｂに示される、各特徴抽出式の使用/
未使用を１つずつ反転させた、ｍ個の特徴抽出式の使用組み合わせを決定する。
【００８８】
　機械学習部３４は、決定したｍ個の特徴抽出式の使用組み合わせそれぞれの場合につい
て、異常音判別式Uを生成（推定）し、その評価基準値を計算し、次の基準状態を決定す
ることを繰り返す。以上の、基準状態の決定、異常音判別式Uの生成、その評価基準値の
計算が、評価基準値が更新されなくなるまで、即ち、さらに小さい評価基準値が計算され
なくなるまで、繰り返される。
【００８９】
　評価基準値が更新されなくなった異常音判別式Uが得られると、機械学習部３４は、そ
の得られた異常音判別式Uの線形結合係数に基づいて、各特徴抽出式１乃至ｍの評価値を
算出する。
【００９０】
　具体的には、機械学習部３４は、式（３）で表される、ｉ番目の特徴量の寄与率Ｃiを
、特徴抽出式ｉの評価値として計算する。
【００９１】
　　　Ｃi＝ｂi÷StDev (Ｘi)×StDev（Ｔ）×Correl（Ｘi，Ｔ）・・・（３）
【００９２】
　ここで、StDev(Ｘi)は、データD1乃至データDnにおける特徴抽出式ｉの値（特徴量Ｘi

）の標準偏差を表し、StDev(Ｔ)は、データD1乃至データDnのラベルデータＴの標準偏差
を表す。Correl(Ｔ)は、データD1乃至データDnにおける特徴抽出式ｉの値（特徴量Ｘi）
と、そのラベルデータＴのピアソンの相関係数を示す。
【００９３】
　以上のように算出された各特徴抽出式１乃至ｍの評価値が、生成された異常音判別式U
とともに、特徴抽出式リスト生成部３２に供給される。
【００９４】
　また、次世代の特徴抽出式を生成する処理を所定回数行うなど、所定の終了条件に達し
た場合には、機械学習部３４は、最終世代の特徴抽出式と異常音判別式Uを特徴量抽出ア
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ルゴリズム出力部３５に供給する。最終世代の特徴抽出式は、特徴抽出式リスト生成部３
２または特徴量計算部３３から取得される。
【００９５】
　特徴量抽出アルゴリズム出力部３５は、機械学習部３４から供給された最終世代の特徴
抽出式と異常音判別式Uを、トレードオフ分析部１４（図１）に供給する。
【００９６】
　次に、トレードオフ分析部１４の詳細な処理について説明する。
【００９７】
　トレードオフ分析部１４は、アルゴリズム自動構築部１３により構築されたアルゴリズ
ム（異常音判別式U）を最初の１つのパレート最適解とし、アルゴリズムの実行速度と精
度の２つの評価指標を用いたトレードオフ分析を行うことで、新たなパレート最適解を求
める。なお、新たなパレート最適解を求める場合のパレート最適解の探索では、トレード
オフ分析部１４は、現在のパレート最適解としての特徴量抽出アルゴリズムから突然変異
のみで次のパレート最適解候補を生成する簡易的な遺伝的アルゴリズムを採用する。
【００９８】
　図２７を参照して、パレート最適解について説明する。
【００９９】
　２つの評価指標を用いてアルゴリズムを評価する場合、すべての評価指標で、評価の高
い他の解が存在しない場合、その解は、パレート最適解であるということができる。反対
に、すべての評価指標で、評価の高い他の解が存在する場合、その解は、パレート最適解
ではない。図２７では、パレート最適解が黒丸で、非パレート最適解が白丸で示されてい
る。
【０１００】
　図２７に示したような、パレート最適解としての複数の異常音判別式Uを求めるため、
トレードオフ分析部１４は、初めに、パレート最適解の初期化を行う。即ち、トレードオ
フ分析部１４は、アルゴリズム自動構築部１３により構築された異常音判別式Uに含まれ
る特徴抽出式のうち、ラベルデータとの相関（上述のCorrel(Ｔ)）が低い特徴抽出式から
１つずつ順に未使用に設定することにより、アルゴリズム自動構築部１３により構築され
た異常音判別式Uに含まれる特徴抽出式の個数を最大個数として、その最大個数から１個
まで、使用する特徴抽出式の個数が１個ずつ異なる複数の異常音判別式Uを生成する。
【０１０１】
　アルゴリズム自動構築部１３により構築された異常音判別式Uを基に、使用する特徴抽
出式の個数が１個ずつ異なる複数の異常音判別式Uを生成することをパレート最適解の初
期化という。なお、アルゴリズム自動構築部１３から供給された異常音判別式Uが、すべ
ての特徴抽出式を使用するとは限らないので、アルゴリズム自動構築部１３により構築さ
れた異常音判別式Uに含まれる特徴抽出式の個数は、ｍ個より小さい場合があり得るが、
本実施の形態では、説明を簡単にするため、すべての特徴抽出式を使用する異常音判別式
Uが、アルゴリズム自動構築部１３から供給されたとして説明する。
【０１０２】
　パレート最適解の初期化について、図２８乃至図３１を参照してさらに説明する。
【０１０３】
　トレードオフ分析部１４は、図２８に示されるように、各特徴抽出式の計算にかかる平
均時間（平均計算時間）と、各特徴抽出式により計算されるラベルデータとの相関係数の
リストを作成する。平均計算時間は、データD1乃至データDnを入力して計算することによ
り求めることができ、相関係数は、式（３）のCorrel(Ｔ)で求めることができる。
【０１０４】
　次に、トレードオフ分析部１４は、使用している特徴抽出式のうち、最も相関係数の低
い特徴抽出式を未使用に設定し、残った特徴抽出式により抽出された特徴量のみを用いて
、線形結合係数ｂ1乃至ｂmと切片ｂ0を求め、新たな異常音判別式Uを決定する。また、と
レートオフ分析部１４は、決定した新たな異常音判別式Uを用いて異常音判別を行ったと
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きの判別にかかる時間（合計計算時間）と精度（推定精度）も計算する。
【０１０５】
　図２８に示したデータの例では、特徴抽出式３の相関係数が“０．０５”で最も低いた
め、図２９に示されるように、特徴抽出式３が未使用に設定される。そして、特徴抽出式
３を除く特徴抽出式１乃至ｍを用いたときの新たな異常音判別式Uとその精度が決定され
、特徴抽出式３にかかる計算時間（０．１１ms）を除く合計計算時間が計算される。
【０１０６】
　同様に、相関係数の低い順に、順次、特徴抽出式が１個ずつ未使用に設定され、新たな
異常音判別式Uと、合計計算時間および精度が計算され、図３０のパレート最適解候補の
リストが作成される。
【０１０７】
　トレードオフ分析部１４は、図３０に示されるパレート最適解候補のリストから、パレ
ート最適解のみを取り出す（非パレート最適解を削除する）。具体的には、図３０に示さ
れる、パレート最適解の候補としての、特徴抽出式をｍ個使用した解１から、１個の特徴
抽出式のみを使用した解ｍまでの異常音判別式Uのうち、より高精度で、かつ合計計算時
間の短い他の解が存在する解３乃至解５が、非パレート最適解であるとして削除され、残
った解がパレート最適解とされる。
【０１０８】
　一般的には、特徴抽出式の個数が少なくなると、合計計算時間は少なくなるが精度が低
くなるという傾向をもつので、パレート最適解の初期化により生成された複数の異常音判
別式Uの合計計算時間と精度をグラフにすると、図３１に示すようになる。図３１のグラ
フの横軸は合計計算時間（ms）であり、縦軸はF値による精度（FMs：F-Measures）である
。
【０１０９】
　以上のパレート最適解の初期化により、初期状態のパレート最適解が決定される。
【０１１０】
　次に、トレードオフ分析部１４は、初期状態としての複数のパレート最適解を突然変異
させることにより新たな解を生成し、より良いパレート最適解を探索するパレート最適解
の更新を行う。より良いパレート最適解に更新されると、パレート最適解で結ばれる線は
、図３１において矢印で示されるように、左上方向に移動する。
【０１１１】
　具体的には、トレードオフ分析部１４は、初期状態としての複数のパレート最適解のな
かからランダムに１つの解を選択し、その選択された解（選択解）の複数個（例えば、１
ないし３個）の特徴抽出式について、使用または未使用をランダムに変更した新たな解を
生成する。
【０１１２】
　図３２は、選択解の特徴抽出式７を使用から未使用に変更し、特徴抽出式８を未使用か
ら使用に変更することにより新たな解を生成した突然変異の例を示している。
【０１１３】
　そして、トレードオフ分析部１４は、新たな解について、合計計算時間および精度を計
算し、図３０のリストを再作成して非パレート最適解を削除する。
【０１１４】
　トレードオフ分析部１４は、残ったパレート最適解に対して、再びランダムに１つの解
を選択し、その選択解を基に突然変異によって新たな解を生成し、より良いパレート最適
解を探索する処理を、終了条件を満足するまで、例えば、所定の繰り返し回数に達するま
で実行する。
【０１１５】
　図３３は、パレート最適解を探索する処理を、初期状態のパレート最適解から、２００
回繰り返し実行した後のパレート最適解を示している。
【０１１６】
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　図３３において、黒丸を結ぶ実線が２００回繰り返し実行した後の各パレート最適解で
あり、点線が初期状態のパレート最適解を示している。また、白抜きの丸（○）は、探索
処理において計算された非パレート最適解を示している。
【０１１７】
　図３４は、同様に、パレート最適解を探索する処理を１０００回繰り返し実行した後の
パレート最適解を示しており、図３５は、５０００回繰り返し実行した後のパレート最適
解を示している。繰り返し回数が多いほど、よりよいパレート最適解が得られるが、１０
００回実行後と５０００回実行後では大きな差はみられず、所定回数の実行で十分なパレ
ート最適解が得られることが分かる。
【０１１８】
　次に、使用アルゴリズム決定部１６および異常音自動判別部１８の処理について説明す
る。
【０１１９】
　使用アルゴリズム決定部１６は、上述したようにトレードオフ分析部１４により求めら
れ、パレート最適解保存部１５に保存されているパレート最適解としての複数のアルゴリ
ズム（異常音判別式U）のなかから、要求される処理時間および精度に基づいて、最適な
アルゴリズムを決定し、異常音自動判別部１８に供給する。
【０１２０】
　例えば、図３６に示されるように、リソースには余裕があり、処理時間をかけても最高
性能（最高精度）を要求する場合には、使用アルゴリズム決定部１６は、精度の最も高い
パレート最適解５１のアルゴリズム（異常音判別式U）を決定し、異常音自動判別部１８
に供給する。
【０１２１】
　また例えば、使用アルゴリズム決定部１６は、精度として０．７６（FMs）以上である
ことが要求されている場合には、要求を満足するなかで、合計計算時間（処理時間）が最
も短いパレート最適解５２のアルゴリズム（異常音判別式U）を決定し、異常音自動判別
部１８に供給する。
【０１２２】
　さらに、使用アルゴリズム決定部１６は、合計計算時間（処理時間）として１データ当
たりの処理時間が２（ms）以下であることが要求されている場合には、パレート最適解５
３のアルゴリズム（異常音判別式U）を決定し、異常音自動判別部１８に供給する。
【０１２３】
　異常音自動判別部１８は、図３７に示されるように、新規信号入力部１７から供給され
る新規信号を、学習データ切り出し部３１と同様の単位時間ごとに分割し、分割された各
単位時間の新規信号を、使用アルゴリズム決定部１６から供給されたアルゴリズムを用い
て、異常音であるか、または正常音であるかを判別し、判別結果を異常音判別結果出力部
１９に供給する。なお、上述したように、新規信号の単位時間ごとの判別結果は、サンプ
ル信号保存部１２にも供給され、保存される。
【０１２４】
　次に、図３８のフローチャートを参照して、アルゴリズム自動構築部１３が行うアルゴ
リズム自動構築処理について説明する。
【０１２５】
　初めに、ステップＳ１において、学習データ切り出し部３１は、サンプル信号保存部１
２に保存されている学習データを切り出して、特徴量計算部３３および機械学習部３４に
供給する。具体的には、学習データ切り出し部３１は、学習データから切り出したデータ
D1乃至データDnを特徴量計算部３３に供給し、データD1乃至データDnのラベルデータを機
械学習部３４に供給する。
【０１２６】
　ステップＳ２において、特徴抽出式リスト生成部３２は、機械学習部３４から供給され
る現世代の特徴抽出式１乃至ｍの評価値に基づいて、次世代の特徴抽出式１乃至ｍ（特徴
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抽出式リスト）を生成する特徴抽出式リスト生成処理を実行する。なお、繰り返し行われ
るステップＳ２の処理のうち、現世代の特徴抽出式１乃至ｍが存在しない初回のステップ
Ｓ２の処理では、ランダム生成によって、次世代の特徴抽出式１乃至ｍが生成される。特
徴抽出式リスト生成処理の詳細な処理は、図３９を参照して後述する。
【０１２７】
　ステップＳ３において、特徴量計算部３３は、特徴量計算処理を実行する。即ち、特徴
量計算部３３は、学習データ切り出し部３１から供給されたデータD1乃至データDnそれぞ
れに対して、特徴抽出式リスト生成部３２から供給された特徴抽出式１乃至ｍに従い計算
した結果を、データD1乃至データDnの各特徴量として機械学習部３４に供給する。特徴量
計算処理の詳細な処理は、図４６を参照して後述する。
【０１２８】
　ステップＳ４において、機械学習部３４は、機械学習処理を実行する。即ち、機械学習
部３４は、特徴量計算部３３から供給されたデータD1乃至データDnの各特徴量を用いて、
学習データ切り出し部３１から供給されたデータD1乃至データDnのラベルデータに最も適
合する、特徴抽出式を用いた異常音判別式Uを推定する。また、機械学習部３４は、推定
した異常音判別式Uを用いた場合の、各特徴抽出式の評価値を算出し、特徴抽出式リスト
生成部３２に供給する。機械学習処理の詳細な処理は、図４７を参照して後述する。
【０１２９】
　ステップＳ５において、機械学習部３４は、終了条件に達したかを判定する。具体的に
は、例えば、上述したステップＳ２乃至Ｓ４の処理を予め設定した所定回数繰り返し実行
した場合や終了する操作が検出された場合、機械学習部３４は、終了条件に達したと判定
する。
【０１３０】
　ステップＳ５で、終了条件に達していないと判定された場合、処理はステップＳ２に戻
り、それ以降の処理が繰り返される。
【０１３１】
　一方、ステップＳ５で、終了条件に達したと判定された場合、処理はステップＳ６に進
み、機械学習部３４は、最終世代の特徴抽出式と異常音判別式Uを特徴量抽出アルゴリズ
ム出力部３５に供給する。特徴量抽出アルゴリズム出力部３５は、最終世代の特徴抽出式
と異常音判別式Uを、トレードオフ分析部１４に出力して、処理を終了する。
【０１３２】
　次に、図３９のフローチャートを参照して、図３８のステップＳ２において実行される
、特徴抽出式リスト生成処理について説明する。
【０１３３】
　ステップＳ２１において、特徴抽出式リスト生成部３２は、生成する特徴抽出式リスト
は、２世代目以降であるかを判定する。
【０１３４】
　ステップＳ２１において、２世代目以降ではない、すなわち、１世代目だと判定された
場合、処理はステップＳ２２に進み、特徴抽出式リスト生成部３２は、図４０を参照して
後述する、ランダム生成処理を実行する。
【０１３５】
　ステップＳ２１において、２世代目以降であると判定された場合、処理はステップＳ２
３に進み、特徴抽出式リスト生成部３２は、図４１を参照して後述する次世代リスト生成
処理を実行する。
【０１３６】
　ステップＳ２２またはステップＳ２３の処理の終了後、ステップＳ２４において、特徴
抽出式リスト生成部３２は、ステップＳ２２またはステップＳ２３の処理によって生成さ
れた特徴抽出式リストを特徴量計算部３３に供給し、処理は、図３８のステップＳ２に戻
り、ステップＳ３に進む。
【０１３７】
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　このように、１世代目においては、全ての特徴抽出式がランダムに生成され、２世代目
以降においては、遺伝的探索手法を用いた次世代のリストの生成処理が実行される。
【０１３８】
　次に、図４０のフローチャートを参照して、図３９のステップＳ２２において実行され
る、ランダム生成処理について説明する。
【０１３９】
　ステップＳ４１において、特徴抽出式リスト生成部３２は、式ループパラメータＭを１
に初期化して式ループを開始する。なお、式ループは、特徴抽出式リストを構成する特徴
抽出式の数ｍだけ繰り返される。
【０１４０】
　ステップＳ４２において、特徴抽出式リスト生成部３２は、第Ｍ番目の特徴抽出式（以
下、特徴抽出式[Ｍ]とも記述する）の入力信号の種類を決定する。本実施の形態では、入
力信号の種類は、波形を表すWavに決定される。
【０１４１】
　ステップＳ４３において、特徴抽出式リスト生成部３２は、生成する特徴抽出式[Ｍ]の
処理対称軸とオペレータをランダムに１つ決定する。
【０１４２】
　ステップＳ４４において、特徴抽出式リスト生成部３２は、現時点までに生成されてい
る特徴抽出式[Ｍ]の演算結果がスカラ量（１次元）であるかを判定する。ステップＳ４４
において、演算結果がスカラ量ではないと判定された場合、処理はステップＳ４３に戻り
、それ以降の処理が繰り返されて、オペレータが１つ追加される。
【０１４３】
　そして、ステップＳ４４において、演算結果がスカラ量であると判定された場合、ステ
ップＳ４５において、特徴抽出式リスト生成部３２は、式ループパラメータＭが最大値ｍ
よりも小さいかを判定する。ステップＳ４５において、式ループパラメータＭが最大値ｍ
よりも小さいと判定された場合、式ループパラメータＭが１だけインクリメントされて、
処理はステップＳ４２に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０１４４】
　一方、ステップＳ４５において、式ループパラメータＭが最大値ｍよりも小さくない（
式ループパラメータＭが最大値ｍと同値である）と判定された場合、式ループを抜けて、
処理は図３９のステップＳ２２に戻り、ステップＳ２４に進む。
【０１４５】
　以上の処理により、１世代目の特徴抽出式リストが生成される。
【０１４６】
　次に、図４１のフローチャートを参照して、図３９のステップＳ２３において実行され
る、次世代リスト生成処理について説明する。
【０１４７】
　ステップＳ６１において、特徴抽出式リスト生成部３２は、選択生成処理により生成す
る特徴抽出式の数（選択数）をms、交差生成処理により生成する特徴抽出式の数（交差数
）をmx、突然変異生成処理により生成する特徴抽出式の数（突然変異数）をmm、ランダム
生成処理により生成する特徴抽出式の数（ランダム生成数）をmrとして、それぞれの値を
、ｍｓ＋ｍｘ＋ｍｍ＋ｍｒ＝ｍ（ｍは特徴抽出式の総数）を満たすように決定する。
【０１４８】
　それぞれの値は、その比率が予め定められているものであっても良いし、ｍｓ＋ｍｘ＋
ｍｍ＋ｍｒ＝ｍを満たすようにランダムに決定しても良い。
【０１４９】
　ステップＳ６２において、特徴抽出式リスト生成部３２は、図４２を参照して後述する
選択生成処理を実行する。
【０１５０】
　ステップＳ６３において、特徴抽出式リスト生成部３２は、図４３を参照して後述する
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交差生成処理を実行する。
【０１５１】
　ステップＳ６４において、特徴抽出式リスト生成部３２は、図４４を参照して後述する
突然変異処理を実行する。
【０１５２】
　ステップＳ６５において、特徴抽出式リスト生成部３２は、図４５を参照して後述する
ランダム生成処理を実行する。ランダム生成処理終了後、処理は図３９のステップＳ２３
に戻り、ステップＳ２４に進む。
【０１５３】
　このような処理により、２世代目以降の特徴抽出式リストが、遺伝的探索手法に基づい
て生成される。
【０１５４】
　次に、図４２のフローチャートを参照して、図４１のステップＳ６２において実行され
る、選択生成処理について説明する。
【０１５５】
　ステップＳ９１において、特徴抽出式リスト生成部３２は、現世代の特徴抽出式を、評
価値の高い順にソートする。
【０１５６】
　ステップＳ９２において、特徴抽出式リスト生成部３２は、上位ms個の特徴抽出式を次
世代の特徴抽出式として採用し、処理は図４１のステップＳ６２に戻り、ステップＳ６３
に進む。
【０１５７】
　このような処理により、評価値の高い特徴抽出式を選択して、次世代の特徴抽出式リス
トにコピーすることができる。
【０１５８】
　次に、図４３のフローチャートを参照して、図４１のステップＳ６３において実行され
る、交差生成処理について説明する。
【０１５９】
　ステップＳ１２１において、特徴抽出式リスト生成部３２は、交差ループパラメータＭ
Ｘを１に初期化して、交差ループを開始する。なお、交差ループは、交差数ｍｘだけ繰り
返される。
【０１６０】
　ステップＳ１２２において、特徴抽出式リスト生成部３２は、現世代の特徴抽出式リス
トに含まれる全ての特徴抽出式から、評価値が高いものほど選択されやすいように重み付
けをしながらランダムに特徴抽出式を1つ選択して式Ａとする。
【０１６１】
　ステップＳ１２３において、特徴抽出式リスト生成部３２は、現世代の特徴抽出式リス
トに含まれる全ての特徴抽出式から、評価値が高いものほど選択されやすいように重み付
けをしながらランダムに特徴抽出式を1つ選択して式Ｂとする。
【０１６２】
　ステップＳ１２４において、特徴抽出式リスト生成部３２は、式Ｂは式Ａとは異なる特
徴抽出式であるかを判定する。ステップＳ１２４において、式Ｂは式Ａとは異なる特徴抽
出式ではないと判定された場合、処理はステップＳ１２３に戻り、それ以降の処理が繰り
返されて、式Ｂは式Ａとは異なる特徴抽出式であると判定されるまで、式Ｂが新たに選択
される。
【０１６３】
　ステップＳ１２４において、式Ｂは式Ａとは異なる式であると判定された場合、処理は
ステップＳ１２５に進み、特徴抽出式リスト生成部３２は、式Ａと式Ｂのうちの一部を組
み替えて、新しい特徴抽出式を作る。
【０１６４】
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　このとき、特徴抽出式リスト生成部３２は、組み合わせた後の特徴抽出式を計算するこ
とにより、入力されたデータからスカラ量を求めることができるような、すなわち、先頭
から順番に演算処理を実行した場合、処理軸の矛盾が発生しないような組み合わせで、こ
の２つの式の一部を組み合わせる。
【０１６５】
　ステップＳ１２６において、特徴抽出式リスト生成部３２は、ステップＳ１２５におい
て生成された新しい特徴抽出式を次世代の特徴抽出式に加える。
【０１６６】
　ステップＳ１２７において、特徴抽出式リスト生成部３２は、交差ループパラメータＭ
Ｘが最大値である交差数ｍｘよりも小さいかを判定する。ステップＳ１２７において、交
差ループパラメータＭＸが交差数ｍｘよりも小さいと判定された場合、交差ループパラメ
ータＭＸを１インクリメントして、処理はステップＳ１２２に戻り、それ以降の処理が繰
り返される。一方、ステップＳ１２７において、交差ループパラメータＭＸが交差数ｍｘ
よりも小さくない、すなわち、同一の値であると判定された場合、交差ループを抜けるの
で、処理は図４１のステップＳ６３に戻り、ステップＳ６４に進む。
【０１６７】
　交差ループであるステップＳ１２２乃至Ｓ１２６の処理が１回実行されるごとに、次世
代の特徴抽出式リストに含まれる特徴抽出式のうちの１個が生成され、交差ループが終了
された場合、特徴抽出式リストに含まれる特徴抽出式のうちのｍｘ個が生成されたことに
なる。
【０１６８】
　このような処理により、現世代の特徴抽出式リストのうち、評価値が高いものほど選択
されやすいように重み付けをしながら特徴抽出式が選択され、それを用いて、交差生成処
理により、次世代の特徴抽出式リストに含まれる特徴抽出式が生成される。
【０１６９】
　次に、図４４のフローチャートを参照して、図４１のステップＳ６４において実行され
る、突然変異生成処理について説明する。
【０１７０】
　ステップＳ１５１において、特徴抽出式リスト生成部３２は、突然変異ループパラメー
タＭＭを１に初期化して、突然変異ループを開始する。なお、突然変異ループは、突然変
異数ｍｍだけ繰り返される。
【０１７１】
　ステップＳ１５２において、特徴抽出式リスト生成部３２は、現世代の特徴抽出式リス
トに含まれる全ての特徴抽出式から、評価値が高いものほど選択されやすいように重み付
けをしながらランダムに特徴抽出式を1つ選択して式Ａとする。
【０１７２】
　ステップＳ１５３において、特徴抽出式リスト生成部３２は、選択した式Ａの一部に対
して、変更、削除、または、内部のパラメータを変更するなどの処理を施すことにより突
然変異させて新しい特徴抽出式を作る。
【０１７３】
　このとき、特徴抽出式リスト生成部３２は、特徴抽出式の一部を変更した後の特徴抽出
式を計算することにより、入力されたデータからスカラ量を求めることができるような、
すなわち、先頭から順番に演算処理を実行した場合、処理軸の矛盾が発生しないような方
法で、特徴抽出式の一部を変更する。
【０１７４】
　ステップＳ１５４において、特徴抽出式リスト生成部３２は、ステップＳ１５３におい
て生成された新しい特徴抽出式を次世代の特徴抽出式に加える。
【０１７５】
　ステップＳ１５５において、特徴抽出式リスト生成部３２は、突然変異ループパラメー
タＭＭが最大値である突然変異数ｍｍよりも小さいかを判定する。ステップＳ１２７にお
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いて、突然変異ループパラメータＭＭが突然変異数ｍｍよりも小さいと判定された場合、
突然変異ループパラメータＭＭを１インクリメントして、処理はステップＳ１５２に戻り
、それ以降の処理が繰り返される。一方、ステップＳ１５５において、突然変異ループパ
ラメータＭＭが突然変異数ｍｍよりも小さくない、すなわち、同一の値であると判定され
た場合、突然変異ループを抜けるので、処理は図４１のステップＳ６４に戻り、ステップ
Ｓ６５に進む。
【０１７６】
　突然変異ループであるステップＳ１５２乃至Ｓ１５４の処理が１回実行されるごとに、
次世代の特徴抽出式リストに含まれる特徴抽出式のうちの１個が生成され、突然変異ルー
プが終了された場合、特徴抽出式リストに含まれる特徴抽出式のうちのｍｍ個が生成され
たことになる。
【０１７７】
　このような処理により、現世代の特徴抽出式リストのうち、評価値が高いものほど選択
されやすいように重み付けをしながら特徴抽出式が選択され、それを用いて、突然変異生
成処理により、次世代の特徴抽出式リストに含まれる特徴抽出式が生成される。
【０１７８】
　次に、図４５のフローチャートを参照して、図４１のステップＳ６５において実行され
る、ランダム生成処理について説明する。
【０１７９】
　ステップＳ１８１において、特徴抽出式リスト生成部３２は、ランダム生成ループパラ
メータＭＲを１に初期化してランダム生成ループを開始する。なお、ランダム生成ループ
は、特徴抽出式リストを構成する特徴抽出式の数ｍｒだけ繰り返される。
【０１８０】
　ステップＳ１８２において、特徴抽出式リスト生成部３２は、第ＭＲ番目の特徴抽出式
（以下、特徴抽出式[ＭＲ]とも記述する）の入力信号の種類を決定する。本実施の形態で
は、入力信号の種類は、波形を表すWavに決定される。
【０１８１】
　ステップＳ１８３において、特徴抽出式リスト生成部３２は、生成する特徴抽出式[Ｍ
Ｒ]の処理対称軸とオペレータをランダムに１つ決定する。
【０１８２】
　ステップＳ１８４において、特徴抽出式リスト生成部３２は、現時点までに生成されて
いる特徴抽出式[ＭＲ]の演算結果がスカラ量（１次元）であるかを判定する。ステップＳ
１８４において、演算結果がスカラ量ではないと判定された場合、処理はステップＳ１８
３に戻り、それ以降の処理が繰り返されて、オペレータが１つ追加される。
【０１８３】
　そして、ステップＳ１８４において、演算結果がスカラ量であると判定された場合、ス
テップＳ１８５において、特徴抽出式リスト生成部３２は、ランダム生成ループパラメー
タＭＲが最大値ｍｒよりも小さいかを判定する。ステップＳ１８５において、ランダム生
成ループパラメータＭＲが最大値ｍｒよりも小さいと判定された場合、ランダム生成ルー
プパラメータＭＲが１だけインクリメントされて、処理はステップＳ１８２に戻り、それ
以降の処理が繰り返される。一方、ステップＳ１８５において、ランダム生成ループパラ
メータＭＲが最大値ｍｒよりも小さくない（ランダム生成ループパラメータＭＲが最大値
ｍｒと同値である）と判定された場合、ランダム生成ループを抜けて、処理は図４１のス
テップＳ６５に戻り、さらに図３９のステップＳ２３に戻り、ステップＳ２４に進む。
【０１８４】
　ランダム生成ループであるステップＳ１８２乃至Ｓ１８５の処理が１回実行されるごと
に、次世代の特徴抽出式リストに含まれる特徴抽出式のうちの１個が生成され、ランダム
生成ループが終了された場合、特徴抽出式リストに含まれる特徴抽出式のうちのｍｒ個が
生成されたことになる。
【０１８５】
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　このような処理により、ランダム生成処理により、次世代の特徴抽出式リストに含まれ
る特徴抽出式のうちの一部が生成される。
【０１８６】
　次に、図４６のフローチャートを参照して、図３８のステップＳ３において実行される
、特徴量計算処理について説明する。
【０１８７】
　ステップＳ２１１において、特徴量計算部３３は、特徴抽出式リスト生成部３２から、
特徴抽出式リストを取得し、式ループパラメータＭを１に初期化して、式ループを開始す
る。なお、式ループは、特徴抽出式リストを構成する特徴抽出式の数ｍだけ繰り返される
。
【０１８８】
　ステップＳ２１２において、特徴量計算部３３は、データループパラメータＮを１に初
期化してデータループを開始する。なお、データループは、学習データ切り出し部３１に
より切り出されたデータＤの数ｎだけ繰り返される。
【０１８９】
　ステップＳ２１３において、特徴量計算部３３は、データDNに対して、第Ｍ番目の特徴
抽出式（特徴抽出式[Ｍ]）を用いたときの特徴量を計算する。
【０１９０】
　ステップＳ２１４において、特徴量計算部３３は、データループパラメータＮが最大値
ｎよりも小さいかを判定する。ステップＳ２１４において、データループパラメータＮが
最大値ｎよりも小さいと判定された場合、データループパラメータＮが１だけインクリメ
ントされて、処理はステップＳ２１３に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０１９１】
　一方、ステップＳ２１４において、データループパラメータＮが最大値ｎよりも小さく
ない（データループパラメータＮが最大値ｎと同値である）と判定された場合、データル
ープを抜けて、処理はステップＳ２１５に進む。
【０１９２】
　ステップＳ２１５において、特徴量計算部３３は、式ループパラメータＭが最大値ｍよ
りも小さいかを判定する。ステップＳ２１５において、式ループパラメータＭが最大値ｍ
よりも小さいと判定された場合、式ループパラメータＭが１だけインクリメントされて、
処理はステップＳ２１２に戻り、それ以降の処理が繰り返される。一方、ステップＳ２１
５において、式ループパラメータＭが最大値ｍよりも小さくない（式ループパラメータＭ
が最大値ｍと同値である）と判定された場合、式ループを抜けて、処理は図３８のステッ
プＳ３に戻り、ステップＳ４に進む。
【０１９３】
　以上の処理により、各特徴抽出式を用いた特徴量が計算される。
【０１９４】
　次に、図４７のフローチャートを参照して、図３８のステップＳ４において実行される
、機械学習処理について説明する。
【０１９５】
　ステップＳ２４１において、機械学習部３４は、現世代の特徴抽出式１乃至ｍの基準状
態を作成する。即ち、機械学習部３４は、現世代の特徴抽出式１乃至ｍの全てを未使用に
設定する。
【０１９６】
　ステップＳ２４２において、機械学習部３４は、特徴量ループパラメータＭを１に初期
化して特徴量ループを開始する。なお、特徴量ループは、特徴抽出式リストを構成する特
徴抽出式の数ｍだけ繰り返される。
【０１９７】
　ステップＳ２４３において、機械学習部３４は、基準状態の特徴抽出式１乃至ｍから、
Ｍ番目の特徴抽出式による特徴量の使用/未使用を反転させた特徴抽出式の使用組み合わ
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せ（以下、特徴抽出式の反転使用組み合わせ[Ｍ]とも記述する）を決定する。
【０１９８】
　ステップＳ２４４において、機械学習部３４は、特徴抽出式の反転使用組み合わせ[Ｍ]
における異常音判別式Uを生成（推定）する。
【０１９９】
　ステップＳ２４５において、機械学習部３４は、生成された異常音判別式Uの評価基準
値（AIC）を計算する。
【０２００】
　ステップＳ２４６において、機械学習部３４は、特徴量ループパラメータＭが最大値ｍ
よりも小さいかを判定する。ステップＳ２４６において、特徴量ループパラメータＭが最
大値ｍよりも小さいと判定された場合、特徴量ループパラメータＭが１だけインクリメン
トされて、処理はステップＳ２４３に戻り、それ以降の処理が繰り返される。一方、ステ
ップＳ２４６において、特徴量ループパラメータＭが最大値ｍよりも小さくない（特徴量
ループパラメータＭが最大値ｍと同値である）と判定された場合、特徴量ループを抜けて
、処理はステップＳ２４７に進む。
【０２０１】
　そして、ステップＳ２４７において、機械学習部３４は、評価の最も高かった（評価基
準値の最も小さかった）特徴抽出式の反転使用組み合わせを新たな基準状態として選択す
る。
【０２０２】
　ステップＳ２４８において、機械学習部３４は、生成された異常音判別式Uの評価基準
値が更新されなくなったかを判定する。ステップＳ２４８において、評価基準値がまだ更
新されていると判定された場合、処理はステップＳ２４２に戻り、それ以降の処理が繰り
返される。
【０２０３】
　一方、ステップＳ２４８において、評価基準値が更新されなくなったと判定された場合
、処理は図３８のＳ４に戻り、ステップＳ５に進む。
【０２０４】
　次に、図４８のフローチャートを参照して、トレードオフ分析部１４が実行する、トレ
ードオフ分析処理について説明する。
【０２０５】
　ステップＳ２７１において、トレードオフ分析部１４は、図４９を参照して後述するパ
レート最適解の初期化処理を行う。これにより、初期状態の複数のパレート最適解が生成
される。
【０２０６】
　ステップＳ２７２において、トレードオフ分析部１４は、初期状態の複数のパレート最
適解のなかからランダムに１つの解を選択し、その選択された解（選択解）の突然変異に
よって新たな解を生成する。例えば、トレードオフ分析部１４は、選択解の１ないし３個
の特徴抽出式について、使用/未使用をランダムに変更した新たな解を生成する。
【０２０７】
　ステップＳ２７３において、トレードオフ分析部１４は、新たな解を用いた場合の合計
計算時間および精度を計算する。
【０２０８】
　続くステップＳ２７４乃至Ｓ２７７の処理により、トレードオフ分析部１４は、パレー
ト最適解を更新する。即ち、ステップＳ２７４において、トレードオフ分析部１４は、新
たな解をパレート最適解に加え、解ループパラメータＫを１に初期化して解ループを開始
する。なお、解ループは、現在保存しているパレート最適解の総数ｋだけ繰り返される。
【０２０９】
　ステップＳ２７５において、トレードオフ分析部１４は、Ｋ番目のパレート最適解（以
下、パレート最適解[Ｋ]とも記述する）よりも高速かつ精度の高い解が存在するかを判定
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する。ステップＳ２７５において、パレート最適解[Ｋ]よりも高速かつ精度の高い解が存
在すると判定された場合、処理はステップＳ２７６に進み、トレードオフ分析部１４は、
パレート最適解[Ｋ]をパレート最適解から削除する。
【０２１０】
　一方、ステップＳ２７５において、パレート最適解[Ｋ]よりも高速かつ精度の高い解が
存在しないと判定された場合、処理はステップＳ２７７に進み、トレードオフ分析部１４
は、解ループパラメータＫが最大値ｋよりも小さいかを判定する。ステップＳ２７５にお
いて、解ループパラメータＫが最大値ｋよりも小さいと判定された場合、解ループパラメ
ータＫが１だけインクリメントされて、処理はステップＳ２７５に戻り、それ以降の処理
が繰り返される。
【０２１１】
　一方、解ループパラメータＫが最大値ｋよりも小さくない（解ループパラメータＫが最
大値ｋと同値である）と判定された場合、解ループを抜けて、処理はステップＳ２７８に
進む。
【０２１２】
　ステップＳ２７８において、トレードオフ分析部１４は、複数のパレート最適解から突
然変異させ、新たな解を生成してパレート最適解を探索する処理を所定回数繰り返したか
を判定する。ステップＳ２７８において、パレート最適解を探索する処理を所定回数繰り
返していないと判定された場合、処理はステップＳ２７２に戻り、それ以降の処理が繰り
返される。
【０２１３】
　一方、ステップＳ２７８において、パレート最適解を探索する処理を所定回数繰り返し
たと判定された場合、処理は終了する。
【０２１４】
　次に、図４９のフローチャートを参照して、図４８のステップＳ２７１において実行さ
れる、パレート最適解の初期化処理について説明する。
【０２１５】
　ステップＳ３０１において、トレードオフ分析部１４は、特徴量ループパラメータＭを
１に初期化して特徴量ループを開始する。なお、特徴量ループは、特徴抽出式リストを構
成する特徴抽出式の数ｍだけ繰り返される。
【０２１６】
　ステップＳ３０２において、トレードオフ分析部１４は、第Ｍ番目の特徴抽出式（以下
、特徴抽出式[Ｍ]とも記述する）の計算にかかる平均時間（平均計算時間）と、ラベルデ
ータとの相関係数を計算する。
【０２１７】
　ステップＳ３０３において、トレードオフ分析部１４は、特徴量ループパラメータＭが
最大値ｍよりも小さいかを判定する。ステップＳ３０３において、特徴量ループパラメー
タＭが最大値ｍよりも小さいと判定された場合、特徴量ループパラメータが１だけインク
リメントされて、処理はステップＳ３０２に戻り、それ以降の処理が繰り返される。ステ
ップＳ３０３において、特徴量ループパラメータＭが最大値ｍよりも小さくない（特徴量
ループパラメータＭが最大値ｍと同値である）と判定された場合、特徴量ループを抜けて
、処理はステップＳ３０４に進む。
【０２１８】
　ステップＳ３０４において、トレードオフ分析部１４は、使用している特徴抽出式のう
ち、最も相関係数の低い特徴抽出式を未使用に設定する。
【０２１９】
　ステップＳ３０５において、トレードオフ分析部１４は、未使用に設定された特徴抽出
式を除いて、残った特徴抽出式により抽出された特徴量のみを用いて線形判別を行い、新
たな異常音判別式Uを決定する。また、ステップＳ３０５において、トレードオフ分析部
１４は、決定した新たな異常音判別式Uを用いて異常音判別を行ったときの精度を計算す
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る。
【０２２０】
　ステップＳ３０６において、トレードオフ分析部１４は、決定した新たな異常音判別式
Uを用いて異常音判別を行ったときの判別にかかる時間（合計計算時間）を計算し、パレ
ート最適解候補のリストに加える。
【０２２１】
　ステップＳ３０７において、トレードオフ分析部１４は、残っている特徴抽出式が１つ
であるかを判定する。ステップＳ３０７において、残っている特徴抽出式が１つではない
と判定された場合、処理はステップＳ３０４に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２２２】
　一方、残っている特徴抽出式が１つであると判定された場合、処理はステップＳ３０８
に進み、トレードオフ分析部１４は、パレート最適解を更新する処理を行う。このパレー
ト最適解を更新する処理は、上述した図４８のステップＳ２７４乃至Ｓ２７７の処理と同
様であるので、その説明は省略する。ステップＳ３０８の後、処理は図４８のステップＳ
２７１に戻り、ステップＳ２７２に進む。
【０２２３】
　以上のように、パレート最適解の初期化が行われた後、より良いパレート最適解が探索
され、更新される。
【０２２４】
　上述したトレードオフ分析処理により求められ、パレート最適解保存部１５に保存され
ているパレート最適解としての複数のアルゴリズム（異常音判別式U）のなかから、使用
アルゴリズム決定部１６は、現在の情報処理装置１の空きリソース状況、要求される性能
などの情報に基づいて、最適なアルゴリズムを決定し、異常音自動判別部１８に供給する
。異常音自動判別部１８は、使用アルゴリズム決定部１６から供給されたアルゴリズムに
基づいて、入力された新規信号が異常音であるかまたは正常音であるかを判別する。
【０２２５】
　従って、情報処理装置１は、空きリソース状況（処理速度）、要求される性能（精度）
など、複数の評価指標のトレードオフ関係となる複数のアルゴリズムを提示することがで
きる。また、情報処理装置１は、複数の評価指標のトレードオフ関係となる複数のアルゴ
リズムのなかから、そのときの状況に応じて最適なアルゴリズムを決定し、決定したアル
ゴリズムを用いた判別を行うことができる。
【０２２６】
　次に、上述したパレート最適解の概念を用いたその他の実施の形態について説明する。
【０２２７】
　図５０は、本発明を適用したその他の実施の形態であるアルゴリズム自動構築システム
１０１のブロック図である。なお、最初の実施の形態と対応する部分については同一の符
号を付してあり、その説明は適宜省略する。
【０２２８】
　アルゴリズム自動構築システム１０１は、教師データ取得部１３１、特徴抽出式リスト
生成部３２、特徴量計算部１３２、評価値計算部１３３、およびアルゴリズム出力部１３
４により構成されている。
【０２２９】
　教師データ取得部１３１は、入力される教師データとしての複数の波形信号（波形デー
タ）とそれらのデータから抽出すべき目的変数の値を取得し、波形信号を特徴量計算部１
３２に供給するとともに、その波形信号の目的変数の値を評価値計算部１３３に供給する
。
【０２３０】
　例えば、図５１に示されるように、ｌ個の波形データDD1乃至DDlとその目的変数の値が
教師データとして取得され、特徴量計算部１３２または評価値計算部１３３に供給される
。
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【０２３１】
　特徴量計算部１３２は、教師データ取得部１３１から供給された波形データDD1乃至DDl
それぞれに対して、特徴抽出式リスト生成部３２から供給された特徴抽出式１乃至ｍの計
算を行い、計算結果を、波形データDD1乃至DDlの各特徴量として評価値計算部１３３に供
給する。
【０２３２】
　また、特徴量計算部１３２は、各特徴抽出式を計算するのにかかる平均時間を計算し、
評価値計算部１３３に供給する。
【０２３３】
　図５２は、特徴量計算部１３２により計算され、評価値計算部１３３に供給される各特
徴量と平均時間の例を示している。
【０２３４】
　評価値計算部１３３は、パレート最適解の候補である解候補を生成する。
【０２３５】
　最初に、評価値計算部１３３は、ランダムに特徴抽出式１乃至ｍによる各特徴量の使用
/未使用を決定する。また、評価値計算部１３３は、１以上のパレート最適解を既に保持
している場合には、その保持しているパレート最適解のなかからランダムに１つの解を選
択し、選択した解を突然変異させることにより（任意の特徴抽出式の使用/未使用を変更
することにより）、特徴抽出式１乃至ｍによる各特徴量の使用/未使用を決定することも
できる。
【０２３６】
　図５３Aは、ランダムに特徴抽出式１乃至ｍによる各特徴量の使用/未使用が決定された
例を示しており、図５３Bは、パレート最適解のなかから選択した解を突然変異させるこ
とにより、特徴抽出式１乃至ｍによる各特徴量の使用/未使用が決定された例を示してい
る。
【０２３７】
　次に、評価値計算部１３３は、決定されたｍ個の特徴抽出式の使用組み合わせによる、
解候補としての情報推定式を生成（推定）する。すなわち、評価値計算部１３３は、図５
４に示されるように、特徴量計算部１３２から供給された波形データDD1乃至DDlの各特徴
量と目的変数を対応付け、式（１）と同様の情報推定式に代入し、目的変数の予測誤差の
二乗誤差が最小となるような線形結合係数ｂ1乃至ｂmと切片ｂ0を求める。なお、情報推
定式は、速さと明るさの両方の目的変数について作成される。
【０２３８】
　続いて、評価値計算部１３３は、式（２）を使って、生成した情報推定式を評価するた
めの評価基準値（情報量基準）を目的変数ごとに計算する。
【０２３９】
　また、評価値計算部１３３は、生成した情報推定式により目的変数を計算した場合にか
かる時間である合計計算時間を計算する。具体的には、図５５に示されるように、特徴量
計算部１３２から供給された、各特徴抽出式の演算に要する平均時間のうち、未使用の特
徴抽出式の平均時間を除外して合計した時間の和が、生成した情報推定式の合計計算時間
となる。図５５の例では、特徴抽出式３が未使用であるため、特徴抽出式３の平均時間で
ある０．３msは合計計算時間には含まれない。
【０２４０】
　図５６は、解候補としての情報推定式に対して計算された、速さの評価基準値、明るさ
の評価基準値、および合計計算時間を示している。
【０２４１】
　次に、評価値計算部１３３は、解候補の速さの評価基準値、明るさの評価基準値、およ
び合計計算時間と、現在保持しているパレート最適解の速さの評価基準値、明るさの評価
基準値、および合計計算時間とを比較して、非パレート最適解を削除する。
【０２４２】
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　図５７は、現在保持しているｐ個のパレート最適解と、解候補とを比較した例を示して
いる。
【０２４３】
　図５７に示される例では、パレート最適解３が、速さの評価基準値、明るさの評価基準
値、および合計計算時間のいずれの評価指標においても、解候補より劣るので、非パレー
ト最適解であるとしてパレート最適解から削除される。
【０２４４】
　なお、評価値計算部１３３は、１つのパレート最適解または解候補ごとに、各特徴抽出
式の使用/未使用を表す情報、目的変数（情報の種類）ごとの情報推定式のパラメータ（
線形結合係数ｂ1乃至ｂmと切片ｂ0）、目的変数（情報の種類）ごとの評価基準値、およ
び合計計算時間を保持している。
【０２４５】
　次に、評価値計算部１３３は、残ったパレート最適解を用いて、各特徴抽出式の評価値
を算出する。各特徴抽出式の評価値の算出の基本的な考え方は、最初の実施の形態と同様
であるが、本実施の形態では、目的変数（情報の種類）が複数あり、パレート最適解（情
報推定式）も複数あるので、評価値算出部１３３は、各パレート最適解（情報推定式）の
ｉ番目の特徴量の寄与率Ｃiどうしを、全ての目的変数（情報の種類）で合計した値とし
て求める。
【０２４６】
　すなわち、上述した式（３）の寄与率Ｃiを、ｊ番目（ｊ＝１乃至ｋ）の目的変数（情
報の種類）Ｔjについての、パレート最適解ｏ（ｏ＝１乃至ｐ）のｉ番目の特徴量Ｘiの寄
与率Ｃ（ｏ，Ｘi，Ｔj）として書き直すと、
【数２】

と表すことができる。
【０２４７】
　そして、寄与率Ｃ（ｏ，Ｘi，Ｔj）を全てのパレート最適解の全ての目的変数で合計す
る式（５）のＳＵＭ＿Ｃiにより、各特徴抽出式の評価値が算出される。
【０２４８】

【数３】

【０２４９】
　評価値計算部１３３は、式（５）で表される各特徴抽出式の評価値ＳＵＭ＿Ｃiを計算
し、その結果を特徴抽出式リスト生成部３２に供給する。
【０２５０】
　上述したパレート最適解の更新および各特徴抽出式の評価値の計算を所定回数だけ行う
ことにより、所定の終了条件に達した場合には、評価値計算部１３３は、最終的に残った
パレート最適解をアルゴリズム出力部１３４に供給する。
【０２５１】
　アルゴリズム出力部１３４は、供給されたパレート最適解のなかから、求める速さや明
るさの精度を重視するのか、または、処理速度（合計計算時間）を重視するのかなど、必
要に応じて最適なアルゴリズムを選択し、出力する。なお、どのアルゴリズムを選択する
かは、例えば、ユーザの指示に応じて決定してもよい。
【０２５２】
　次に、図５８のフローチャートを参照して、特徴抽出式リスト生成部３２、特徴量計算
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部１３２、および評価値計算部１３３が行う、パレート最適解探索処理について説明する
。
【０２５３】
　初めに、ステップＳ４０１において、特徴抽出式リスト生成部３２は、評価値計算部１
３３から供給される現世代の特徴抽出式１乃至ｍの評価値に基づいて、次世代の特徴抽出
式１乃至ｍ（特徴抽出式リスト）を生成する特徴抽出式リスト生成処理を実行する。この
処理は、上述した図３８のステップＳ２の処理と同様であるので詳細な説明は省略する。
【０２５４】
　ステップＳ４０２において、特徴量計算部１３２は、特徴量計算処理を実行する。即ち
、特徴量計算部１３２は、教師データ取得部１３１から供給された波形データDD1乃至DDl
それぞれに対して、各特徴抽出式による特徴量と各特徴抽出式を計算するのにかかる平均
時間を計算する。特徴量計算処理の詳細は、図５９のフローチャートを参照して後述する
。
【０２５５】
　ステップＳ４０３において、評価値計算部１３３は、評価値計算処理を実行する。即ち
、評価値計算部１３３は、パレート最適解の候補である解候補を生成し、現在保持してい
るパレート最適解と比較して、非パレート解を削除するパレート最適解の更新を行い、残
ったパレート最適解に基づいて、各特徴抽出式の評価値を計算する。評価値計算処理の詳
細は、図６１のフローチャートを参照して後述する。
【０２５６】
　ステップＳ４０４において、評価値計算部１３３は、終了条件に達したかを判定する。
具体的には、例えば、上述したステップＳ４０１乃至Ｓ４０３の処理を予め設定した所定
回数繰り返し実行した場合や終了する操作が検出された場合、評価値計算部１３３は、終
了条件に達したと判定する。
【０２５７】
　ステップＳ４０４で、終了条件に達していないと判定された場合、処理はステップＳ４
０１に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２５８】
　一方、ステップＳ４０４で、終了条件に達したと判定された場合、処理はステップＳ４
０５に進み、評価値計算部１３３は、最終世代の特徴抽出式と情報推定式のパレート最適
解をアルゴリズム出力部１３４に出力して、処理を終了する。
【０２５９】
　アルゴリズム出力部１３４は、評価値計算部１３３から供給されたパレート最適解のな
かから、速さや明るさの精度を重視するのか、または、処理速度（合計計算時間）を重視
するのかなど、必要に応じて最適なアルゴリズムを選択し、出力する。
【０２６０】
　次に、図５９のフローチャートを参照して、図５８のステップＳ４０２において実行さ
れる、特徴量計算処理について説明する。
【０２６１】
　ステップＳ４１１において、特徴量計算部１３２は、特徴抽出式リスト生成部３２から
、特徴抽出式リストを取得し、式ループパラメータＭを１に初期化して、式ループを開始
する。なお、式ループは、特徴抽出式リストを構成する特徴抽出式の数ｍだけ繰り返され
る。
【０２６２】
　ステップＳ４１２において、特徴量計算部１３２は、データループパラメータＬを１に
初期化してデータループを開始する。なお、データループは、教師データ取得部１３１が
取得した波形データDDの数ｌだけ繰り返される。
【０２６３】
　ステップＳ４１３において、特徴量計算部１３２は、波形データDDLに対して、Ｍ番目
の特徴抽出式（特徴抽出式[Ｍ]）を用いたときの特徴量を計算するとともに、その計算に
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要した時間を保持する。
【０２６４】
　ステップＳ４１４において、特徴量計算部１３２は、データループパラメータＬが最大
値ｌよりも小さいかを判定する。ステップＳ４１４において、データループパラメータＬ
が最大値ｌよりも小さいと判定された場合、データループパラメータＬが１だけインクリ
メントされて、処理はステップＳ４１３に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２６５】
　一方、ステップＳ４１４において、データループパラメータＬが最大値ｌよりも小さく
ない（データループパラメータＬが最大値ｌと同値である）と判定された場合、コンテン
ツループを抜けて、処理はステップＳ４１５に進む。
【０２６６】
　ステップＳ４１５において、特徴量計算部１３２は、特徴抽出式[Ｍ]を計算するのにか
かる平均時間を計算する。すなわち、特徴量計算部１３２は、ステップＳ４１３で計算し
、保持しておいた、波形データDD1乃至DDlそれぞれの特徴抽出式[Ｍ]の計算時間の平均値
を計算する。
【０２６７】
　ステップＳ４１６において、特徴量計算部１３２は、式ループパラメータＭが最大値ｍ
よりも小さいかを判定する。ステップＳ４１６において、式ループパラメータＭが最大値
ｍよりも小さいと判定された場合、式ループパラメータＭが１だけインクリメントされて
、処理はステップＳ４１２に戻り、それ以降の処理が繰り返される。一方、ステップＳ４
１６において、式ループパラメータＭが最大値ｍよりも小さくない（式ループパラメータ
Ｍが最大値ｍと同値である）と判定された場合、式ループを抜けて、処理は図５８のステ
ップＳ４０２に戻り、ステップＳ４０３に進む。
【０２６８】
　次に、図６０のフローチャートを参照して、図５８のステップＳ４０３において実行さ
れる、評価値計算処理について説明する。
【０２６９】
　ステップＳ４３１において、評価値計算部１３３は、特徴抽出式１乃至ｍによる各特徴
量の使用/未使用を決定する。評価値計算部１３３は、ランダムに決定したり、保持して
いるパレート最適解のなかからランダムに選択した１つの解の使用/未使用を変更する（
突然変異させる）ことにより、特徴抽出式１乃至ｍによる各特徴量の使用/未使用を決定
することができる。ただし、１回目のステップＳ４３１の処理では、保持しているパレー
ト最適解がないので、必ずランダムに決定される。
【０２７０】
　ステップＳ４３２において、評価値計算部１３３は、目的変数ループパラメータＫを１
に初期化してデータループを開始する。なお、目的変数ループは、目的変数としての情報
の種類ｋだけ繰り返される。
【０２７１】
　ステップＳ４３３において、評価値計算部１３３は、ステップＳ４３１で決定したｍ個
の特徴抽出式の使用組み合わせによる、目的変数Ｋに対応する情報の量を推定する、解候
補としての情報推定式を生成（推定）する。
【０２７２】
　ステップＳ４３４において、評価値計算部１３３は、式（２）を使って、目的変数Ｋに
対応する情報の量を推定する情報推定式を評価するための評価基準値を計算する。
【０２７３】
　ステップＳ４３５において、評価値計算部１３３は、目的変数ループパラメータＫが最
大値ｋよりも小さいかを判定する。ステップＳ４３５において、目的変数ループパラメー
タＫが最大値ｋよりも小さいと判定された場合、目的変数ループパラメータＫが１だけイ
ンクリメントされて、処理はステップＳ４３３に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２７４】
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　一方、ステップＳ４３５において、目的変数ループパラメータＫが最大値ｋよりも小さ
くない（目的変数ループパラメータＫが最大値ｋと同値である）と判定された場合、目的
変数ループを抜けて、処理はステップＳ４３６に進む。
【０２７５】
　ステップＳ４３６において、評価値計算部１３３は、特徴量計算部１３２から供給され
た各特徴抽出式の平均時間に基づいて、生成した情報推定式により目的変数を計算した場
合にかかる時間である合計計算時間を計算する。
【０２７６】
　ステップＳ４３７乃至Ｓ４４０において、評価値計算部１３３は、パレート最適解を更
新する。即ち、ステップＳ４３７において、評価値計算部１３３は、解候補をパレート最
適解に加え、解ループパラメータｏを１に初期化して解ループを開始する。なお、解ルー
プは、解候補を含め、現在保持しているパレート最適解の総数ｐだけ繰り返される。
【０２７７】
　ステップＳ４３８において、評価値計算部１３３は、o番目のパレート最適解（以下、
パレート最適解[ｏ]とも記述する）よりも高速かつ精度の高い解が存在するかを判定する
。ステップＳ４３８において、パレート最適解[ｏ]よりも高速かつ精度の高い解が存在す
ると判定された場合、処理はステップＳ４３９に進み、評価値計算部１３３は、パレート
最適解[ｏ]をパレート最適解から削除する。
【０２７８】
　一方、ステップＳ４３８において、パレート最適解[ｏ]よりも高速かつ精度の高い解が
存在しないと判定された場合、処理はステップＳ４４０に進み、評価値計算部１３３は、
解ループパラメータｏが最大値ｐよりも小さいかを判定する。ステップＳ４３８において
、解ループパラメータｏが最大値ｐよりも小さいと判定された場合、解ループパラメータ
ｏが１だけインクリメントされて、処理はステップＳ４３８に戻り、それ以降の処理が繰
り返される。
【０２７９】
　一方、解ループパラメータｏが最大値ｐよりも小さくない（解ループパラメータｏが最
大値ｐと同値である）と判定された場合、解ループを抜けて、処理はステップＳ４４１に
進む。
【０２８０】
　ステップＳ４４１において、評価値計算部１３３は、解候補を生成してパレート最適解
を探索する処理を所定回数繰り返したかを判定する。ステップＳ４４１において、パレー
ト最適解を探索する処理を所定回数繰り返していないと判定された場合、処理はステップ
Ｓ４３１に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２８１】
　一方、ステップＳ４４１において、パレート最適解を探索する処理を所定回数繰り返し
たと判定された場合、処理はステップＳ４４２に進み、評価値計算部１３３は、残ったパ
レート最適解を用いて、各特徴抽出式の評価値を算出する評価値算出処理を実行する。
【０２８２】
　図６１は、図６０のステップＳ４４２の評価値算出処理の詳細処理を示すフローチャー
トである。
【０２８３】
　初めに、ステップＳ４６１において、評価値計算部１３３は、特徴量ループパラメータ
ｉを１に初期化して、特徴量ループを開始する。なお、特徴量ループは、特徴抽出式リス
トを構成する特徴抽出式の数ｍだけ繰り返される。
【０２８４】
　ステップＳ４６２において、評価値計算部１３３は、式（５）で表されるｉ番目の特徴
抽出式の評価値ＳＵＭ＿Ｃiをゼロにリセットする。
【０２８５】
　ステップＳ４６３において、評価値計算部１３３は、解ループパラメータｏを１に初期
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化して解ループを開始する。この解ループは、現在保持しているパレート最適解の数を合
わせた数ｐだけ繰り返される。
【０２８６】
　ステップＳ４６４において、評価値計算部１３３は、目的変数ループパラメータｊを１
に初期化してデータループを開始する。なお、目的変数ループは、目的変数としての情報
の種類ｋだけ繰り返される。
【０２８７】
　ステップＳ４６５において、評価値計算部１３３は、ｊ番目の目的変数Ｔjについての
、パレート最適解ｏのｉ番目の特徴量Ｘiの寄与率Ｃ（ｏ，Ｘi，Ｔj）を求め、評価値Ｓ
ＵＭ＿Ｃiに加算する。
【０２８８】
　ステップＳ４６６において、評価値計算部１３３は、目的変数ループパラメータｊが最
大値ｋよりも小さいかを判定する。ステップＳ４６６において、目的変数ループパラメー
タｊが最大値ｋよりも小さいと判定された場合、目的変数ループパラメータｊが１だけイ
ンクリメントされて、処理はステップＳ４６５に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２８９】
　一方、ステップＳ４６６において、目的変数ループパラメータｊが最大値ｋよりも小さ
くない（目的変数ループパラメータｊが最大値ｋと同値である）と判定された場合、目的
変数ループを抜けて、処理はステップＳ４６７に進む。
【０２９０】
　ステップＳ４６７において、評価値計算部１３３は、解ループパラメータｏが最大値ｐ
よりも小さいかを判定する。ステップＳ４６７において、解ループパラメータｏが最大値
ｐよりも小さいと判定された場合、解ループパラメータｏが１だけインクリメントされて
、処理はステップＳ４６４に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２９１】
　一方、解ループパラメータｏが最大値ｐよりも小さくない（解ループパラメータｏが最
大値ｐと同値である）と判定された場合、解ループを抜けて、処理はステップＳ４６８に
進む。
【０２９２】
　ステップＳ４６８において、評価値計算部１３３は、特徴量ループパラメータｉが最大
値ｍよりも小さいかを判定する。ステップＳ４６８において、特徴量ループパラメータｉ
が最大値ｍよりも小さいと判定された場合、特徴量ループパラメータｉが１だけインクリ
メントされて、処理はステップＳ４６２に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２９３】
　一方、ステップＳ４６８において、特徴量ループパラメータｉが最大値ｍよりも小さく
ない（特徴量ループパラメータｉが最大値ｍと同値である）と判定された場合、特徴量ル
ープを抜けて、処理は図６０のステップＳ４４２に戻り、さらに図５８のステップＳ４０
３に戻り、図５８のステップＳ４０４に進む。
【０２９４】
　以上のように、アルゴリズム自動構築システム１０１は、特徴抽出式リスト生成部３２
から供給された特徴抽出式１乃至ｍによる特徴量の使用／未使用をランダムに決定して作
成した単一のアルゴリズムを初期状態のパレート最適解として、特徴抽出式１乃至ｍによ
る各特徴量の使用/未使用をランダムに決定したり、保持しているパレート最適解のなか
からランダムに選択した１つの解を突然変異させて特徴抽出式１乃至ｍによる各特徴量の
使用/未使用を決定することで、パレート最適解の解候補を作成して、解候補と保持して
いるパレート最適解の評価基準値および合計計算時間を比較することで、各目的変数の精
度または処理速度を重視する度合いを変えた複数のパレート最適解を求める。
【０２９５】
　これにより、アルゴリズム自動構築システム１０１は、入力された新規信号の速さや明
るさの量を抽出するにあたり、各目的変数の精度または処理速度のそれぞれを重視する度
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合いが異なるパレート最適解としての複数の情報抽出アルゴリズムを提示することができ
る。すなわち、複数の評価指標のトレードオフ関係となる複数のアルゴリズムを提示する
ことができる。
【０２９６】
　そして、ユーザは、各目的変数の精度または処理速度の重要度の度合いに応じて最適な
アルゴリズムを選択して、目的変数の抽出結果を得ることができる。
【０２９７】
　なお、図１の情報処理装置１に対し、アルゴリズム自動構築部１３とトレードオフ分析
部１４に代えて、アルゴリズム自動構築システム１０１の教師データ取得部１３１、特徴
量計算部１３２、評価値計算部１３３、および特徴抽出式リスト生成部３２で構成される
情報抽出ブロックを設けることが可能である。この場合、情報処理装置１は、入力される
新規信号に対して、速さと明るさの量を抽出する情報抽出処理を行う装置として利用する
ことができる。
【０２９８】
　従来のアルゴリズム自動構築技術では、最高性能（最高精度）のアルゴリズムのみを求
めるものであったため、人がアルゴリズムを構築する場合のように、要求を満足して、必
要最低限のリソースや精度で処理できるアルゴリズムを構築することはできなかったが、
本発明を適用した情報処理装置１およびアルゴリズム自動構築システム１０１によれば、
そのようなアルゴリズムの構築が可能である。
【０２９９】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。この場合、上述した処理は、図６２に示されるようなコ
ンピュータ５００により実行される。
【０３００】
　図６２において、CPU（Central Processing Unit）２０１は、ROM(Read Only Memory)
２０２に記憶されているプログラム、または、記憶部２０８からRAM(Random Access Memo
ry)２０３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM２０３にはまた
、CPU２０１が各種の処理を実行する上において必要なデータなどが適宜記憶される。
【０３０１】
　CPU２０１、ROM２０２、およびRAM２０３は、内部バス２０４を介して相互に接続され
ている。この内部バス２０４にはまた、入出力インターフェース２０５も接続されている
。
【０３０２】
　入出力インターフェース２０５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部２０６、
CRT，LCDなどよりなるディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部２０７、ハードディス
クなどより構成される記憶部２０８、並びに、モデム、ターミナルアダプタなどより構成
される通信部２０９が接続されている。通信部２０９は、電話回線やCATVを含む各種のネ
ットワークを介しての通信処理を行う。
【０３０３】
　入出力インターフェース２０５にはまた、必要に応じてドライブ２１０が接続され、磁
気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、あるいは半導体メモリなどによりなるリムー
バブルメディア２２１が適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラム
が、必要に応じて記憶部２０８にインストールされる。
【０３０４】
　なお、コンピュータ２００が実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って
時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行わ
れたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０３０５】
　本明細書において、フローチャートに記述されたステップは、記載された順序に沿って
時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的ある
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いは個別に実行される処理をも含むものである。
【０３０６】
　本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０３０７】
【図１】本発明を適用した情報処理装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である
。
【図２】情報処理装置に入力されるサンプル信号の例を示す図である。
【図３】構築されるアルゴリズムの構造を説明する図である。
【図４】異常音判別式の構成を示す図である。
【図５】構築されるアルゴリズムのその他の構造を説明する図である。
【図６】情報抽出機の構成例を示すブロック図である。
【図７】特徴抽出式１乃至ｍそれぞれの例を示す図である。
【図８】１つの特徴抽出式の例を示す図である。
【図９】入力信号の種類を説明する図である。
【図１０】入力信号の種類を説明する図である。
【図１１】入力信号の種類を説明する図である。
【図１２】オペレータの種類を説明する図である。
【図１３】アルゴリズム自動構築部の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図１４】最適なアルゴリズム生成の流れについて説明する図である。
【図１５】選択生成について説明する図である。
【図１６】交差生成について説明する図である。
【図１７】突然変異生成について説明する図である。
【図１８】次世代の特徴抽出式について説明する図である。
【図１９】生成された次世代の特徴抽出式の例を示す図である。
【図２０】学習データ切り出し部の処理を説明する図である。
【図２１】特徴量計算部によって計算される特徴量の例を示す図である。
【図２２】機械学習部に供給されるデータの例を示す図である。
【図２３】機械学習部の処理を説明する図である。
【図２４】機械学習部の処理を説明する図である。
【図２５】機械学習部の処理を説明する図である。
【図２６】機械学習部の処理を説明する図である。
【図２７】パレート最適解を説明する図である。
【図２８】パレート最適解の初期化を説明する図である。
【図２９】パレート最適解の初期化を説明する図である。
【図３０】パレート最適解の初期化を説明する図である。
【図３１】パレート最適解の初期化を説明する図である。
【図３２】パレート最適解の更新を説明する図である。
【図３３】パレート最適解の更新の様子を示す図である。
【図３４】パレート最適解の更新の様子を示す図である。
【図３５】パレート最適解の更新の様子を示す図である。
【図３６】最適なアルゴリズムの決定を説明する図である。
【図３７】異常音判別処理について説明する図である。
【図３８】アルゴリズム自動構築処理を説明するフローチャートである。
【図３９】特徴抽出式リスト生成処理を説明するフローチャートである。
【図４０】ランダム生成処理を説明するフローチャートである。
【図４１】次世代リスト生成処理を説明するフローチャートである。
【図４２】選択生成処理を説明するフローチャートである。
【図４３】交差生成処理を説明するフローチャートである。
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【図４４】突然変異生成処理を説明するフローチャートである。
【図４５】ランダム生成処理を説明するフローチャートである。
【図４６】特徴量計算処理を説明するフローチャートである。
【図４７】機械学習処理を説明するフローチャートである。
【図４８】トレードオフ分析処理を説明するフローチャートである。
【図４９】パレート最適解の初期化処理を説明するフローチャートである。
【図５０】本発明を適用したその他の実施の形態であるアルゴリズム自動構築システムの
構成例を示すブロック図である。
【図５１】教師データの例を示す図である。
【図５２】評価値計算部に供給される各特徴量と平均時間の例を示す図である。
【図５３】各特徴量の使用/未使用の例を示す図である。
【図５４】計算された特徴量の例を示す図である。
【図５５】合計計算時間の計算の例を示す図である。
【図５６】速さの評価基準値、明るさの評価基準値、および合計計算時間の例を示す図で
ある。
【図５７】パレート最適解の更新を説明する図である。
【図５８】パレート最適解探索処理を説明するフローチャートである。
【図５９】特徴量計算処理を説明するフローチャートである。
【図６０】評価値計算処理を説明するフローチャートである。
【図６１】評価値算出処理を説明するフローチャートである。
【図６２】本発明を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０３０８】
　１　情報処理装置，　１３　アルゴリズム自動構築部，　１４　トレードオフ分析部，
　１６　使用アルゴリズム決定部，　３２　特徴抽出式リスト生成部，　３３　特徴量計
算部，　３４　機械学習部，　１０１　情報抽出機，　１３２　特徴量計算部，　１３３
　評価値計算部
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４３】 【図４４】

【図４５】 【図４６】
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【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０】
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【図５１】 【図５２】
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【図５５】 【図５６】

【図５７】 【図５８】
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【図５９】 【図６０】

【図６１】 【図６２】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月10日(2009.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遺伝的探索手法により、入力信号を判別するアルゴリズムを構築するアルゴリズム構築
手段と、
　前記アルゴリズム構築手段により構築された前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析
を行うことにより、複数の評価指標に対する前記アルゴリズムの複数のパレート最適解を
求めるトレードオフ分析手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記複数のパレート最適解のなかから、前記複数の評価指標の要求条件に合致する最適
アルゴリズムを決定する最適アルゴリズム決定手段をさらに備える
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記アルゴリズム構築手段により構築されるアルゴリズムは、複数の特徴抽出式と、前
記複数の特徴抽出式の結合式である情報推定式により構成される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記トレードオフ分析手段は、前記アルゴリズム構築手段により構築されたアルゴリズ
ムから、特徴抽出式を１つずつ削除して作成した、特徴抽出式の数が異なるアルゴリズム
を用いて、初期状態のパレート最適解を生成する
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記トレードオフ分析手段は、前記アルゴリズム構築手段により構築された単一のアル
ゴリズムを初期状態のパレート最適解とする
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記トレードオフ分析手段は、前記初期状態のパレート最適解から、各特徴抽出式の使
用または未使用をランダムに変更することにより、前記パレート最適解を更新する
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記最適アルゴリズム決定手段は、前記複数のパレート最適解のなかから、要求される
処理時間および精度に基づいて、前記最適アルゴリズムを決定する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記情報推定式における各特徴抽出式の評価値を求める評価値計算手段をさらに備え、
　前記アルゴリズム構築手段は、前記評価値計算手段による各特徴抽出式の評価値に基づ
いて、前記情報推定式を構成する特徴抽出式を更新する
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記評価値計算手段は、前記アルゴリズム構築手段が構築するアルゴリズムとしての情
報推定式が複数ある場合、各情報推定式における同一の特徴抽出式の寄与率の合計値を、
前記各特徴抽出式の評価値とする
　請求項８に記載の情報処理装置。
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【請求項１０】
　アルゴリズムを構築するアルゴリズム構築手段と、前記アルゴリズムのパレート最適解
を求めるトレードオフ分析手段とを備える情報処理装置が、
　遺伝的探索手法により、入力信号を判別する前記アルゴリズムを構築し、
　構築された前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析を行うことにより、複数の評価指
標に対する前記アルゴリズムの複数のパレート最適解を求める
　情報処理方法。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　遺伝的探索手法により、入力信号を判別するアルゴリズムを構築するアルゴリズム構築
手段と、
　前記アルゴリズム構築手段により構築された前記アルゴリズムを基にトレードオフ分析
を行うことにより、複数の評価指標に対する前記アルゴリズムの複数のパレート最適解を
求めるトレードオフ分析手段として
　機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　式（２）において、ｎは、教師データ、即ち、学習データ切り出し部３１から供給され
たデータの数を表し、PIは円周率を表す。また、（||E||２÷ｎ）は、データD1乃至デー
タDnの各データに対する平均二乗誤差を表し、ｍ’は、使用となっている特徴抽出式の数
を表す。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７５】
　ステップＳ１５５において、特徴抽出式リスト生成部３２は、突然変異ループパラメー
タＭＭが最大値である突然変異数ｍｍよりも小さいかを判定する。ステップＳ１５５にお
いて、突然変異ループパラメータＭＭが突然変異数ｍｍよりも小さいと判定された場合、
突然変異ループパラメータＭＭを１インクリメントして、処理はステップＳ１５２に戻り
、それ以降の処理が繰り返される。一方、ステップＳ１５５において、突然変異ループパ
ラメータＭＭが突然変異数ｍｍよりも小さくない、すなわち、同一の値であると判定され
た場合、突然変異ループを抜けるので、処理は図４１のステップＳ６４に戻り、ステップ
Ｓ６５に進む。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２１０】
　一方、ステップＳ２７５において、パレート最適解[Ｋ]よりも高速かつ精度の高い解が
存在しないと判定された場合、処理はステップＳ２７７に進み、トレードオフ分析部１４
は、解ループパラメータＫが最大値ｋよりも小さいかを判定する。ステップＳ２７７にお
いて、解ループパラメータＫが最大値ｋよりも小さいと判定された場合、解ループパラメ
ータＫが１だけインクリメントされて、処理はステップＳ２７５に戻り、それ以降の処理
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が繰り返される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２９９】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。この場合、上述した処理は、図６２に示されるようなコ
ンピュータ２００により実行される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３０７】
【図１】本発明を適用した情報処理装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である
。
【図２】情報処理装置に入力されるサンプル信号の例を示す図である。
【図３】構築されるアルゴリズムの構造を説明する図である。
【図４】異常音判別式の構成を示す図である。
【図５】構築されるアルゴリズムのその他の構造を説明する図である。
【図６】情報抽出機の構成例を示すブロック図である。
【図７】特徴抽出式１乃至ｍそれぞれの例を示す図である。
【図８】１つの特徴抽出式の例を示す図である。
【図９】入力信号の種類を説明する図である。
【図１０】入力信号の種類を説明する図である。
【図１１】入力信号の種類を説明する図である。
【図１２】オペレータの種類を説明する図である。
【図１３】最適なアルゴリズム生成の流れについて説明する図である。
【図１４】選択生成について説明する図である。
【図１５】交差生成について説明する図である。
【図１６】突然変異生成について説明する図である。
【図１７】次世代の特徴抽出式の生成の例を説明する図である。
【図１８】生成された次世代の特徴抽出式の例を示す図である。
【図１９】アルゴリズム自動構築部の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図２０】学習データ切り出し部の処理を説明する図である。
【図２１】特徴量計算部によって計算される特徴量の例を示す図である。
【図２２】機械学習部に供給されるデータの例を示す図である。
【図２３】機械学習部の処理を説明する図である。
【図２４】機械学習部の処理を説明する図である。
【図２５】機械学習部の処理を説明する図である。
【図２６】機械学習部の処理を説明する図である。
【図２７】パレート最適解を説明する図である。
【図２８】パレート最適解の初期化を説明する図である。
【図２９】パレート最適解の初期化を説明する図である。
【図３０】パレート最適解の初期化を説明する図である。
【図３１】パレート最適解の初期化を説明する図である。
【図３２】パレート最適解の更新を説明する図である。
【図３３】パレート最適解の更新の様子を示す図である。
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【図３４】パレート最適解の更新の様子を示す図である。
【図３５】パレート最適解の更新の様子を示す図である。
【図３６】最適なアルゴリズムの決定を説明する図である。
【図３７】異常音判別処理について説明する図である。
【図３８】アルゴリズム自動構築処理を説明するフローチャートである。
【図３９】特徴抽出式リスト生成処理を説明するフローチャートである。
【図４０】ランダム生成処理を説明するフローチャートである。
【図４１】次世代リスト生成処理を説明するフローチャートである。
【図４２】選択生成処理を説明するフローチャートである。
【図４３】交差生成処理を説明するフローチャートである。
【図４４】突然変異生成処理を説明するフローチャートである。
【図４５】ランダム生成処理を説明するフローチャートである。
【図４６】特徴量計算処理を説明するフローチャートである。
【図４７】機械学習処理を説明するフローチャートである。
【図４８】トレードオフ分析処理を説明するフローチャートである。
【図４９】パレート最適解の初期化処理を説明するフローチャートである。
【図５０】本発明を適用したその他の実施の形態であるアルゴリズム自動構築システムの
構成例を示すブロック図である。
【図５１】教師データの例を示す図である。
【図５２】評価値計算部に供給される各特徴量と平均時間の例を示す図である。
【図５３】各特徴量の使用/未使用の例を示す図である。
【図５４】計算された特徴量の例を示す図である。
【図５５】合計計算時間の計算の例を示す図である。
【図５６】速さの評価基準値、明るさの評価基準値、および合計計算時間の例を示す図で
ある。
【図５７】パレート最適解の更新を説明する図である。
【図５８】パレート最適解探索処理を説明するフローチャートである。
【図５９】特徴量計算処理を説明するフローチャートである。
【図６０】評価値計算処理を説明するフローチャートである。
【図６１】評価値算出処理を説明するフローチャートである。
【図６２】本発明を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
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